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Ⅰ．事業概要

１．事業の目的

昨今の経済情勢は目まぐるしく変化しており、気候変動や資源価格の高騰、国際的な軍事衝突

の危機等、我が国を取り巻くビジネス環境は急激に変化し、企業の短命化が進んでいる。このよ

うなVUCAの時代において企業が生き残るためには、多様な「知」を結集させ、知的財産によっ

て競争力を確保・保護（権利化）・強化するための戦略、つまり知財経営を実施し、社会に対し

て魅力的な価値を創造するイノベーションを創出していくことが必要である。

特に数多くの企業の中でも、中小企業・スタートアップは、我が国におけるイノベーションの

源泉として 極めて重要な存在である。しかしながら、これら中小企業等の多くは、知財に関する

情報・知識・人材の不足や資金の不足等により、知財活動経営を十分に行えていない。

これに対し、特許庁はこれまでも、中小企業等が知財経営を実践し、イノベーションを創出し

続けられるよう、中小企業等への支援施策としてハンズオン支援や各種の補助金事業等を行って

きた。

しかしながら、例えば、平成30年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産

活動に関する基本調査」報告書によると、産業財産権の出願実績のある企業における外国出願補助

金の認知度では、59.1％が「知らない」と回答した。また、知財総合支援窓口の認知度も50.1％が

「知らない」と回答しており、産業財産権の出願実績のある企業においても中小企業の支援施策や

支援メニューを十分に把握できていない。または、特許庁による中小企業向けの支援施策の周知が

十分ではなくプロモーション活動に課題があることが考えられる 。特に、 特許庁においてもHPや

SNS、セミナー・イベント等のコミュニケーション・チャネルを用いて、各種の支援施策に関する

情報発信を行っているが、 プロモーションに関する知見が乏しく、コミュニケーション・チャネル

を有効に活用できていない現状にある。

これらの課題を踏まえ、本事業では、 今後の知財活動の普及と支援をさらに促進するためには、

現在の中小企業等の知財活動について十分な情報を把握するとともに、 その知財活動にかかる行

動を分析する。

併せて、特許庁の支援施策を十分に認知していない中小企業等に対して各種支援施策の情報を

効果的に届けるため、本事業では、 特許庁普及支援課による既存のコミュニケーション・チャネ

ルにおける課題を明らかにするとともに、主に中小企業等をターゲットとするユーザーに適した

コミュニケーション・チ ャネルを調査・検討をすることにより、中小企業等による、支援施策の

認知から情報収集、その後の施策を活用までの過程を可視化し、各種コミュニケーション・チャ

ネルの接点における適切なコミュニケーションのあり方を設計・検討する。



4

Ⅰ．事業概要

２．事業の実施内容

本事業の
背景

本事業の
目的

特許庁では、中小企業等が知財経営を実践し、イノベーションを創出し続けられるよう、中小企業
等への支援施策としてハンズオン支援や各種の補助金事業等を行っている。

しかしながら、中小企業等の補助金事業や知財総合支援窓口に対する認知度が十分ではない等、
支援施策の周知を始めとするプロモーション活動に課題があることが考えられる。

特許庁ではHPやSNS、セミナーイベント等により各種の支援施策に関する情報を発信しているが、
コミュニケーション・ チャネルを有効に活用できていない状況にある。

本事業では、今後の知財活動の普及と支援をさらに促進するために、現在の中小企業等の知財活動
について十分な情報を把握する。

また特許庁の支援施策を十分に認知していない中小企業等に対して各種支援施策の情報を効果的に
届けるため、既存のコミュニケーション・チャネルにおける課題を明らかにし、中小企業等による
支援施策の認知から情報収集、その後の施策を活用までの過程を可視化することで、各種コミュニ
ケーション・チャネルの接点における適切なコミュニケーションのあり方を設計・検討する。

①中小企業等における知的財産活動に
関する調査

②コミュニケーションのあり方に
関する調査

中小企業等における知財活動状況の把握
コミュニケーションのあり方に関する仮説設定

①事前アンケート（ヒアリング対象者の抽出に向けたプレ調査）

②ヒアリング調査

（３）ジャーニーマップの策定、アクションプランの検討

（１）公開情報調査による現状把握、仮説設定

・中小企業の知財活動に関する現状把握
（知財別の業種特性、企業規模特性、地域特性）

・特許庁のコミュニケーション・チャネルに
関する現状把握と課題抽出

・効果的なパブリック・コミュニケーション
の手法に関するヒントの発見

（２）ユーザー調査による情報収集、仮説検証

【知財出願実績企業へのアンケート】 【特許庁イベント参加企業へのアンケート】

・知財支援施策の情報を求める中小企業のターゲット
像の明確化

・ヒアリング調査候補企業の絞り込み

・イベントに対する評価、ニーズの把握等のフォロー
アップ

・ヒアリング調査候補企業の絞り込み

事前アンケート結果の深掘り、個別事例の収集、ターゲット企業のペルソナ設定

今後のプロモーション活動の指針となるジャーニーマップの策定、アクションプランの策定



5

Ⅱ．公開情報調査結果

１．調査の概要

（１）中小企業等における知的財産活動に関する調査

特許庁の出願件数及び中小企業庁「令和５年中小企業実態基本調査」による既調査の結果を用い、

業種別、企業規模別、地域別の観点より、組んでいる中小企業・小規模事業者の割合等を算出し、

その傾向を比較・分析した。

比較・分析にあたっては、下記の既調査を用いて業種別、企業規模別、地域別の比較を実施した。

【利用統計】

①中小企業実態基本調査（中小企業庁）

②中小企業の都道府県別出願件数（特許庁）

（２）コミュニケーションのあり方に関する調査

特許庁のホームページ等で公開されている情報をもとに、２０１９年から２０２４年の期間を

対象に、特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下、INPITという。）が実施して

いるコミュニケーション・チャネルをリストアップし、中小企業等による支援施策の認知から

情報収集、施策の活用までの過程における位置づけと役割について分析した。

コミュニケーション・チャネルの対象は、以下の通り。

①ホームページ（ポータルサイト）

②SNS（X、facebook、Instagram）

③動画チャンネル（YouTube）

④セミナーイベント

⑤メールマガジン

⑥広報誌

⑦ツール（パンフレット、チェックリスト）

⑧その他（note、e-ラーニング）

また効果的な情報発信を実施していると思われる企業や官公庁等について、公開情報や論文を

用いたベンチマーク調査を実施することで、効果的な情報発信を検討する上での参考とした。

参考事例の選定については、以下の通り。

①官公庁等によるマーケティング事例（中小企業経営者向け、その他）

②企業等によるコマーシャル・マーケティング事例（中小企業経営者及び担当者向け）
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Ⅱ．公開情報調査結果

２．中小企業等における知的財産活動に関する調査

（１）業種別分析

①知的財産権の所有状況（企業数）

知的財産権を所有している企業をみると、製造業が最も多く、次いで卸売業、小売業となって
いる。上位３業種で、全業種の約65％を占めている。
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（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況（１）産業別・
従業者規模別表」。
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図表１ｰ１ｰ１ 知的財産権を所有している企業数

単位：件
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Ⅱ．公開情報調査結果

②製造業の所有状況（企業数、企業の割合）

知的財産権の所有率が高い製造業について、所有している企業数を業種別にみると、食料品製造
業が最も多い。

また所有率でみると、飲料・たばこ・飼料製造業が最も高く、企業全体の約４割が知的財産権を
所有している。

図表１ｰ１ｰ２ 製造業の業種別にみた知的財産権を所有している企業数、企業の割合

（注）所有率は、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある企業数÷母集団企業数」で算出。
（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況

（2）産業中分類別表（法人企業）」。

順位 業種 企業数 所有率

1 食料品製造業 4,916 21.0%

2 生産用機械器具製造業 2,914 11.3%

3 金属製品製造業 2,830 8.4%

4 繊維工業 2,701 16.8%

5 その他の製造業 1,896 13.4%

6 飲料・たばこ・飼料製造業 1,875 39.6%

7 プラスチック製品製造業 1,793 13.2%

8 化学工業 1,666 31.8%

9 電気機械器具製造業 1,584 14.4%

10 業務用機械器具製造業 1,189 20.7%

11 印刷・同関連業 1,146 6.8%

12 はん用機械器具製造業 1,092 11.6%

13 輸送用機械器具製造業 932 8.4%

14 窯業・土石製品製造業 857 9.0%

15 電子部品・デバイス・電子回路製造業 588 12.6%

16 パルプ・紙・紙加工品製造業 529 9.0%

17 家具・装備品製造業 513 6.6%

18 なめし革・同製品・毛皮製造業 451 23.9%

19 鉄鋼業 421 9.2%

20 情報通信機械器具製造業 385 23.8%

21 木材・木製品製造業（家具を除く） 345 5.8%

22 ゴム製品製造業 312 11.9%

23 非鉄金属製造業 197 6.6%

24 石油製品・石炭製品製造業 49 9.4%
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Ⅱ．公開情報調査結果

③特許権の所有件数

特許権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、所有件数全体の70％以上を占め
ている。

製造業以外では、建設業と卸売業の所有件数が多く、製造業を含めた３業種で所有件数全体の
90％以上を占めている。

図表１ｰ１ｰ３ 業種別にみた特許の所有件数
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（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」。
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Ⅱ．公開情報調査結果

④意匠権の所有件数

意匠権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、所有件数全体の65％以上を占めて
いる。

製造業以外では、卸売業の所有件数が多く、製造業と卸売業の２業種で所有件数全体の85％以上
を占めている。

図表１ｰ１ｰ４ 業種別にみた意匠の所有件数

単位：件
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（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」。
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Ⅱ．公開情報調査結果

⑤商標権の所有件数

商標権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、次いで卸売業と小売業が多い。
上記の３業種で所有件数全体の75％以上を占めているものの、他の知的財産権に比べると、

幅広い業種で所有されているといえる。

図表１ｰ１ｰ５ 業種別にみた商標の所有件数

単位：件

18,745
11,047 12,818 8,864 4,204

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

不動産業、

物品賃貸業

学術研究、専門・

技術サービス業

宿泊業、飲食

サービス業

生活関連サービス業、

娯楽業

その他サービス業

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」。

13,248
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140,000

160,000

建設業 製造業 情報通信業 運輸業、郵便業 卸売業 小売業

上位3業種で全体の75%以上を占めるが
幅広い業種で所有されている傾向
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Ⅱ．公開情報調査結果

⑥知的財産権所有件数の業種別構成比

業種別に知的財産権の所有件数をみると、総じて製造業の割合が高い。
他方で、特許権は建設業、商標権は卸売業と小売業等で一定の所有件数がある。

図表１ｰ１ｰ６ 知的財産権所有件数の業種別構成比

単位：％

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」結果を再編加工。
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建設業 製造業 情報通信業 卸売業 小売業 その他の業種
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Ⅱ．公開情報調査結果

（２）企業規模別分析

①従業者規模別の知的財産権所有件数

特許権は従業員規模が大きい企業が所有している割合が高い。商標権は、幅広い規模の企業で所有
されていることから、企業規模（従業者数）の小さい企業であっても、比較的出願や所有がしやすい
知的財産権といえる。

図表１ｰ２ｰ１ 従業者規模別にみた知的財産権の所有件数

単位：件

142,928

66,675

72,171

65,390

16,815

38,411

9,531

8,697

6,827

124

125,950

34,642

34,909

33,967

327

8,385

5,817

6,403

4,459

20

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

51人以上

21～50人

6～20人

5人以下

個人企業

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」。
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Ⅱ．公開情報調査結果

②知的財産権所有件数の従業者規模別構成比

知的財産権の所有件数について、企業の従業者規模別にみると、特許権は51人以上が半数以上を
占めているのに対し、実用新案権は20人以下が65％となっている。

図表１ｰ２ｰ２ 知的財産権所数件数の従業者規模別構成比

単位：％

18.0 

10.7 

17.8 

0.1 

19.8 

13.7 

25.5 

14.8 

18.3 

15.0 

23.2 

15.2 

39.3 

60.4 

33.4 

15.1 

4.6 

0.2 

0.1 

54.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商標権

意匠権

実用新案権

特許権

個人企業 5人以下 6～20人 21～50人 51人以上

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」結果を再編加工。
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Ⅱ．公開情報調査結果

③資本金階級別の知的財産権所有件数

知的財産権別に所有件数をみると、商標権は資本金１千万円以下の企業での所有件数が圧倒的に
多い。一方、特許権は資本金５千万円超～１億円の企業での所有権が最も多い。

商標権は、企業規模（資本金）の小さい企業であっても、比較的出願や所有がしやすい知的財産
権といえる。

図表１ｰ２ｰ３ 資本金階級別にみた知的財産権の所有件数

単位：件

10,210

12,103

71,751

58,675

51,292

143,133

1,528

1,938

20,404

12,703

11,496

15,396

230

106

3,233

5,574

8,431

7,491

25,934

13,466

90,988

27,764

37,537

33,779

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

３億円超

１億円超～３億円

５千万円超～１億円

３千万円超～５千万円

１千万円超～３千万円

１千万円以下

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」。
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Ⅱ．公開情報調査結果

④知的財産権所有件数の資本金階級別構成比

知的財産権の所有件数について、企業の資本金階級別にみると、特許権は５千万円超が56％以上を
占めているのに対し、その他の知的財産権では５千万円以下の割合が高くなっている。

図表１ｰ２ｰ４ 知的財産権所数件数の資本金階級別構成比

単位：％

41.2 

24.3 

29.9 

14.7 

14.8 

18.1 

33.6 

16.4 

16.9 

20.0 

22.2 

12.1 

20.7 

32.2 

12.9 

39.7 

3.5 

3.1 

0.4 

5.9 

2.9 

2.4 

0.9 

11.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商標権

意匠権

実用新案権

特許権

１千万円以下 １千万円超～３千万円 ３千万円超～５千万円

５千万円超～１億円 １億円超～３億円 ３億円超

（資料）中小企業庁「中小企業実態基本調査（令和５年確報）」の統計表「８．研究開発の状況」結果を再編加工。
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Ⅱ．公開情報調査結果

（３）地域別分析

①特許権出願件数の都道府県別構成比

特許権の出願件数を都道府県別にみると、東京都が全体の約３割、愛知県が２割強となっており、
この２都県で半数強を占めている。

近年は神奈川県の出願件数も増えており、上位７都府県で全体の８割近くを占めている。

図表１ｰ３ｰ１ 特許権出願件数の都道府県別構成比

単位：％

30.9

31.4

31.3

31.1

30.1

10.2

9.5

5.4

5.3

4.2

1.9

1.8

2.0

2.0

2.0

22.8

23.1

22.3

22.3

23.8

2.4

2.6

3.6

3.3

3.2

8.2

8.5

9.8

10.3

9.8

2.2

2.2

2.3

2.1

2.9

21.4

20.8

23.3

23.5

24.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 その他の都道府県

（資料）特許庁資料（都道府県別の出願件数）を再編加工。
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Ⅱ．公開情報調査結果

②意匠権出願件数の都道府県別構成比

意匠権の出願件数を都道府県別にみると、東京都と大阪府の２都府で半数近くを占めている。

図表１ｰ３ｰ２ 意匠権出願件数の都道府県別構成比

単位：％

28.1

30.7

29.4

27.9
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3.2
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3.9
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2.6
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2.8

2.6

32.4

31.9

33.0

31.9

32.9

6.5

5.6

6.1

6.8

6.4

5.0

4.8

4.8

3.7

3.4

18.9

17.4

15.6

19.1

17.6

3.4

3.7

4.3

3.5

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

東京都 神奈川県 新潟県 愛知県 岐阜県 大阪府 兵庫県 その他の都道府県

（資料）特許庁資料（都道府県別の出願件数）を再編加工。
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Ⅱ．公開情報調査結果

③商標権出願件数の都道府県別構成比

商標権の出願件数を都道府県別にみると、近年は東京都の割合が増加傾向にあり、全体の４割以上
を占め、大阪府の割合は減少傾向にある。

図表１ｰ３ｰ３ 商標権出願件数の都道府県別構成比

単位：％
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3.2

2.4
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埼玉県 東京都 神奈川県 愛知県 大阪府 兵庫県 福岡県 その他の都道府県

（資料）特許庁資料（都道府県別の出願件数）を再編加工。
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Ⅱ．公開情報調査結果

（４）総括

①業種別分析

【知的財産権の所有状況】
知的財産権を所有している企業をみると、製造業が最も多く、次いで卸売業、小売業となって

いる。上位３業種で、全業種の約65％を占めている。
また、企業の件数としては多くないものの、母集団企業数に対する所有企業の割合（所有率）と

いう点では情報通信業が最も高く、製造業と並んで全体の約１割が知的財産権を所有している。
知的財産権の所有率が高い製造業について、所有している企業数を業種別にみると、食料品製造

業が最も多い。
また、所有率でみると、飲料・たばこ・飼料製造業が最も高く、企業全体の約４割が知的財産権

を所有している。

【特許権の所有件数】
特許権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、所有件数全体の70％以上を占め

ている。
製造業以外では、建設業と卸売業の所有件数が多く、製造業を含めた３業種で所有件数全体の

90％以上を占めている。

【実用新案権の所有件数】
実用新案権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、特許権と同様に所有件数全体

の70％以上を占めている。
製造業以外では、卸売業の所有件数が多く、製造業と卸売業の２業種で所有件数全体の90％以上

を占めている。

【意匠権の所有件数】
意匠権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、所有件数全体の65％以上を占めて

いる。
製造業以外では、卸売業の所有件数が多く、製造業と卸売業の２業種で所有件数全体の85％以上

を占めている。

【商標権の所有件数】
商標権の所有件数を業種別にみると、製造業が圧倒的に多く、次いで卸売業と小売業が多い。
上記の３業種で所有件数全体の75％以上を占めているものの、他の知的財産権に比べると、

幅広い業種で所有されている。

上記の通り、業種別に知的財産権の所有件数をみると、総じて製造業の割合が高い。
一方で、特許権は建設業、商標権は卸売業と小売業等で一定の所有件数があるため、知的財産権

の内容によって支援する業種も異なるといえる。
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Ⅱ．公開情報調査結果

②企業規模別分析

【従業者規模別】
特許権は従業員規模が大きい企業が所有している割合が高い。商標権は、幅広い規模の企業で

所有されていることから、企業規模（従業者数）の小さい企業であっても、比較的出願や所有が
しやすい知的財産権といえる。

知的財産権別に所有件数をみると、特許権は従業員数51人以上の企業が半数以上を占めている
のに対し、実用新案権は20人以下が65％となっている。

また、商標権も半数以上が20人以下である等、知的財産権によって従業員規模別構成比は異なる
といえる。

【資本金階級別】
資本金階級規模別に知的財産権を所有している企業数をみると、資本金が少ない企業の件数が

多いが、企業全体の割合でみると、資本金の規模が大きい企業ほど知的財産権を所有している
割合が高いことがわかる。

知的財産権別に所有件数をみると、特許権は資本金３千万円超～５千万円の企業での所有権が
最も多いのに対し、商標権は資本金１千万円以下の企業での所有件数が圧倒的に多い。商標権は、
企業規模（資本金）の小さい企業であっても、比較的出願や所有がしやすい知的財産権といえる。

また資本金階級別の割合をみると、特許権は５千万円超が80％以上を占めているのに対し、そ
の他の知的財産権では５千万円以下の割合が高くなっている。

③地域別分析

【特許権出願件数】
特許権の出願件数を都道府県別にみると、東京都が全体の約３割、愛知県が２割強となってお

り、この２都県で半数強を占めている。
近年は神奈川県の出願件数も増えており、上位７都府県で全体の８割近くを占めている。

【意匠権出願件数】
意匠権の出願件数を都道府県別にみると、東京都と大阪府の２都府で半数近くを占めている。
実用新案権同様に、他の知的財産権に比べると出願される都道府県は多様といえる。

【商標権出願件数】
商標権の出願件数を都道府県別にみると、近年は東京都の割合が増加傾向にあり、全体の４割

以上を占め、大阪府は減少傾向にある。
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Ⅱ．公開情報調査結果

④知的財産権別にみた企業の特性

前述の内容を取りまとめると、業種、企業規模、地域という観点で知的財産権別に中小企業の
所有状況によって以下のような特性がみられる。

知的財産権によって、業種や企業規模、地域に差異がみられるため、こうした特性を考慮した
上で、ジャーニーマップにおいては対象企業のペルソナやフレームについて検討をしていく必要が
あるといえる。

図表１ｰ４ｰ１ 知的財産権別にみた企業の特性

知的財産権

特許権 意匠権 商標権

業種

所有件数の70％以上は
製造業。製造業と建設業、
卸売業の３業種で所有件
数全体の90％以上を占め
ている。

所有件数の65％以
上は製造業。製造業と
卸売業の２業種で所有
件数全体の85％以上
を占めている。

製造業と卸売業、小売業
の３業種で所有件数全体の
75％以上を占めているが、
他の知的財産権に比べて幅
広い業種で所有されている。

企業規模

従業者、資本金、売上
高といった企業規模が大
きい企業による所有件数
の割合が多い。

従業者、売上高と
いった企業規模が大き
い企業による所有件数
の割合が多い。

従業者や資本金といった
企業規模の大小を問わず、
幅広い企業が所有している。

従業者や資本金といった
企業規模の小さい企業でも
出願や所有しやすいといえ
る。

地域

出願件数の半数強は東
京都と愛知県。

近年は神奈川県の出願
件数も増えており、上位
７都府県で出願件数全体
の８割近くを占めている。

東京都と大阪府の２
都府で出願件数の約半
数を占めているが、出
願される都道府県は多
様。

近年は東京都が増加傾向
にあり、出願件数全体の４
割以上を占めている。

他の知的財産権と比べる
と地域格差が大きい。



22

Ⅱ．公開情報調査結果

３．コミュニケーションのあり方に関する調査

（１）コミュニケーション・チャネルに関する現状分析

①コミュニケ―ション・チャネルの整理

特許庁のホームページ等で公開されている情報をもとに、２０１９年から２０２４年の期間を

対象に、特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下、INPITという。）が実施して

いるコミュニケーション・チャネルをリストアップした。

コミュニケーション・チャネルの対象は、以下の通り。

①ホームページ（ポータルサイト）

②SNS（X、facebook、Instagram）

③動画チャンネル（YouTube）

④セミナーイベント

⑤メールマガジン

⑥広報誌

⑦ツール（パンフレット、チェックリスト）

⑧その他（note、e-ラーニング）

また、それぞれのコミュニケーション・チャネルについては、公開情報をもとに、中小企業等

による支援施策の認知から情報収集、施策の活用までの過程における位置づけと役割についても

整理した。

中小企業等による支援施策の認知から情報収集、施策の活用までの過程（以下、行動プロセス

という。）については、以下のように設定をした。

①認知：特許や商標を始めとする知的財産権について認知する過程

②関心：知的財産権について自社との関わり等、関心を持つ過程

③理解：知的財産権の重要性や必要性等、理解を深める過程

④検討：特許庁による各種支援策の活用を検討する過程

⑤行動：特許庁によるハンズオンや補助金等の支援施策を活用する過程



チャネルの種類 №
発信

主体
チャネル名（ユーザーとの接点） 期待される役割 備考

1 特許庁
支援情報・活用事例

（特許庁ホームページ）

知財に関心を持つユーザー全般に対して、知財の概要を紹介

し、次の行動プロセスにつなげるコミュニケーション・チャ

ネルへと誘導する。

2 特許庁 知財金融ポータルサイト

中小企業に対して、知財を経営に活用する「知財金融」に関

する各種情報を紹介することで、知財活用への理解や具体的

な検討を促す。

3 特許庁 IP BASE 

スタートアップ企業に対して、知財に関する事例やノウハウ

等の実務に役立つ情報を発信し、専門家とのマッチングの場

を提供することで、具体的な検討や行動を促す。

4 INPIT 知財総合支援窓口（知財ポータル）

知財の支援に関心を持つユーザーや支援を検討しているユー

ザーに対して、支援に関する各種情報を紹介することで、具

体的な検討や行動を後押しする。

5 特許庁 わたしのStoryMark（note）

中小企業等に対して、中小企業のさまざまな商品・サービス

に込められた想いを事例として紹介することで、商標権への

関心を喚起する。

フォロワー数：52

（令和６年８月18日時点）

6 特許庁 知財活用のヒント（X）
特許権の活用を検討している企業等に対して、開放特許情報

を発信。

フォロワー数：4,703

（令和６年８月18日時点）

7 特許庁 IP BASE（X）

スタートアップ企業に対して、ポータルサイト（IP BASE ）

のコンテンツ情報や特許庁が開催するイベント情報を発信

し、次の行動プロセスにつなげるコミュニケーション・チャ

ネルへと誘導する。

フォロワー数：3,425

（令和６年８月18日時点）

8 特許庁 特許庁中小企業支援チーム（X）

知財に関心を持つ中小企業等に対して、特許庁が開催するイ

ベント情報を発信し、次の行動プロセスにつなげるコミュニ

ケーション・チャネルへと誘導する。

フォロワー数：1,114

（令和６年８月18日時点）

9 特許庁 わたしのStoryMark（X）

中小企業等に対して、中小企業のさまざまな商品・サービス

に込められた想いを事例として発信しているnoteへの誘導を

促すとともに、商標権への関心を喚起する。

フォロワー数：52

（令和６年８月18日時点）

10 INPIT
インピット／工業所有権情報・研修館

（X）

知財に関心を持つユーザーに対して、セミナーや研修、講習

会等の情報を発信することで、次の行動プロセスにつなげる

コミュニケーション・チャネルへと誘導する。

フォロワー数：3,443

（令和６年８月21日時点）

11 特許庁 IP BASE（facebook）

スタートアップ企業に対して、ポータルサイト（IP BASE ）

のコンテンツ情報や特許庁が開催するイベント情報を発信

し、次の行動プロセスにつなげるコミュニケーション・チャ

ネルへと誘導する。

フォロワー数：501

（令和６年８月18日時点）

12 特許庁 わたしのStoryMark（facebook）

中小企業等に対して、中小企業のさまざまな商品・サービス

に込められた想いを事例として発信しているnoteへの誘導を

促すとともに、商標権への関心を喚起する。

フォロワー数：47

（令和６年８月18日時点）

13 INPIT
インピット／工業所有権情報・研修館

（facebook）

知財に関心を持つユーザーに対して、セミナーや研修、講習

会等の情報を発信することで、次の行動プロセスにつなげる

コミュニケーション・チャネルへと誘導する。

フォロワー数：519

（令和６年８月21日時点）

14 特許庁 地域団体商標（Instagram）

ビジネスパーソン等に対して、地域団体商標を登録している

さまざまな商品・サービスを紹介することで、商標権への関

心を喚起する。

フォロワー数：429

（令和６年８月18日時点）

15 特許庁 JPOちゅーぶ
知財に関心を持つユーザーに対して、知財の理解に役立つ情

報を発信することで、知財への関心を喚起し、理解を促す。

チャンネル登録者数：5,210

（令和６年８月22日時点）

16 特許庁 JPO Channel

知財に関心を持つユーザーに対して、知財の実務に役立つ情

報等を発信することで、知財への理解を深めるとともに、具

体的な検討や行動を促す。

チャンネル登録者数：4,160

（令和６年８月22日時点）

17 特許庁 IP BASE 

スタートアップ企業に対して、知財に関する事例やノウハウ

等の実務に役立つ情報を発信することで、具体的な検討や行

動を促す。

チャンネル登録者数：1,040

（令和６年８月18日時点）

18 INPIT INPIT Channel

知財に関心を持つユーザーに対して、知財のマネジメント等

に役立つ情報を発信することで、知財への理解を深めるとと

もに、具体的な検討や行動を促す。

チャンネル登録者数：722

（令和６年８月21日時点）

プラットフォーム

SNS

動画チャンネル

（YouTube）
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Ⅱ．公開情報調査結果

図表２ｰ１ｰ１ コミュニケーション・チャネルの一覧



チャネルの種類 №
発信

主体
チャネル名（ユーザーとの接点） 期待される役割 備考

19 特許庁 知財のミカタ（巡回特許庁）

「なんだか難しそうで敷居が高い」という知財の見方を変え

るセミナーを開催することで、知財への関心を喚起し、理解

を促す。

現地参加者数：8,812

※令和2年度1,264、令和元年度3,995、

　平成30年度3,553

20 特許庁 つながる特許庁

地域の中小企業等に対して、ビジネスにおける知財の活用を

サポートするイベントを開催することで、知財への関心を喚

起し、理解を促す。

参加者数：3,270

※現地会場とオンラインによる参加者

　の合計（令和５年度の６都市）

21 特許庁
特許庁 × Makuake

～知的財産セミナー～

Eコマースの関係者に対して、新商品や新規事業創出における

知財の重要性等を紹介することで、知財への理解を促す。

参加者数：345

※令和5年11月22日、令和6年5月16日

22 特許庁 今こそ、地域ブランディング

福島県内の中小企業等に対して、県内の地域ブランディング

取組事例の紹介やワークショップを開催することで、商標権

への関心を喚起し、重要性の理解を促す。

参加者数：190

※現地会場とオンラインによる参加者

　の合計

23 特許庁
知的財産権制度説明会

（初心者向け）

知財に関心を持つユーザー全般に対して、産業財産権専門官

が知的財産権制度の概要等をわかりやすく紹介することで、

知財への理解を促す。

24 特許庁
知的財産権制度説明会

（実務者向け）

知的財産の業務に携わっている実務者に対して、審査基準や

審判制度の運用、国際出願の手続等を紹介することで、具体

的な検討や行動を後押しする。

25 特許庁 IPランドスケープセミナー

経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析結果を経営者等

と共有するIPランドスケープを紹介することで、具体的な検

討や行動を後押しする。

26 特許庁 知財功労賞

知的財産権制度の発展・普及・啓発に貢献した個人及び知的

財産権制度を積極的に活用した企業等を表彰する顕彰制度を

実施することで、企業等に対しての関心を喚起する。

27 INPIT グローバル知財戦略フォーラム

知財に関心を持つユーザー全般に対して、グローバルな視点

から知財戦略に役立つ実例等を紹介することで、知財への理

解や具体的な検討を促す。

参加者数：1,500

※現地会場とオンラインによる参加者

　の合計（令和6年1月25日）

28 INPIT 特許情報活用セミナー

経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析結果を経営者等

と共有するIPランドスケープを紹介することで、具体的な検

討や行動を後押しする。

メールマガジン 29 特許庁 メールマガジン配信

知財に関心を持つユーザー全般に対して、特許庁が開催する

イベント情報等を紹介し、次の行動プロセスにつなげるコ

ミュニケーション・チャネルへと誘導する。

登録者数：11,387

（令和6年8月26日時点）

広報誌 30 特許庁 広報誌「とっきょ」

知財に関心を持つユーザー全般に対して、知財に関する事例

やノウハウ等の実務に役立つ情報を発信することで、知財へ

の理解を促す。

31 特許庁 知恵の承継マニュアル

経営者に対して、事業承継に際して知的財産に関する承継の

重要性を紹介することで、知財への関心を喚起し、重要性の

理解を促す。

32 特許庁 知財活用事例集（Rights）

中小企業に対して、知財を経営に活用している事例を紹介す

ることで、知財活用の重要性に対する理解を深めるととも

に、具体的な検討や行動を促す。

33 特許庁

①みんなの意匠権

　「十人十色のつかいかた」

②事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド

意匠権に関心を持つユーザー全般に対して、意匠制度のメ

リットや活用方法について事例を通じて紹介することで、意

匠権の重要性に対する理解を深め、具体的な検討や行動を促

す。

34 特許庁

①出願支援ガイド

　「商標出願ってどうやるの？」

②事例から学ぶ 商標活用ガイド

商標に関心を持つユーザー全般に対して、ビジネスにおける

活用方法や権利化に関するメリット等を実際の事例を通じて

紹介することで、商標の重要性に対する理解を深め、具体的

な検討や行動を促す。

35 特許庁
知財支援策まる分かりガイド

知的財産活動チェックリスト

中小企業に対して、知財の支援内容を紹介することで、知財

支援に対する理解を深めるとともに、具体的な検討や行動を

促す。

e-ラーニング 36 特許庁 IP ePlat

知財に関心を持つユーザーに対して、知財への理解を深める

ための学習教材を提供することで、具体的な検討や行動を促

す。

イベント・セミナー

ツール
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Ⅱ．公開情報調査結果

図表２ｰ１ｰ１ コミュニケーション・チャネルの一覧（続き）
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Ⅱ．公開情報調査結果

行動
プロセス

行動目標 主なコミュニケーション・チャネル

認知

関心

理解

検討

行動

商品・サービス
等を知る

商品・サービス
等に関心を持つ

商品・サービス
等の購入や利用
を検討する

商品・サービス
等のベネフィッ
トや所有（利
用）する価値を
理解する

商品・サービス
等を購入（利
用）する

図表２ｰ１ｰ２ 行動プロセス別にみた一般的なコミュニケーション・チャネル例

発信コンテンツ

インターネット広告、記事
テレビCM、番組
新聞広告、記事
雑誌広告、記事
交通広告、OOH

インターネット記事
テレビ番組
新聞記事
雑誌記事
広報誌
ポータルサイト
SNS
メールマガジン
動画チャンネル

ポータルサイト
動画チャンネル
セミナー
説明会
展示会
広報誌
ツール（ガイドブック、リーフレット）
e-ラーニング

ポータルサイト
セミナー
説明会
展示会
ツール（ガイドブック、リーフレット）
SNS（クチコミ）

商品・サービス等のブランド名

商品・サービス等を利用する
価値（ベネフィット）

商品・サービス等のUSP（特長）
商品・サービス等の実績

商品・サービス等の体験
商品・サービス等の競争優位性
利用者の声、評価
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Ⅱ．公開情報調査結果

行動
プロセス

行動目標 産業財産権全般 特許 意匠 商標

認知

関心

理解

検討

行動

知的財産権
を知る

知財の所有や
保護に関心を
持つ

知財の所有や
保護に向けた
具体的な行動
（方法）を
検討する

知財の所有や
保護の重要性
を理解する

ハンズオン
支援や補助金
等の支援施策
を活用する

今
こ
そ
地
域
ブ
ラ
ン
デ
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グ

地
域
団
体
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標
、
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な
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る
特
許
庁

イ
ン
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ッ
ト

広
報
誌
「
と
っ
き
ょ
」

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン

知
財
功
労
賞

特
許
庁
中
小
企
業
支
援
チ
ー
ム

支
援
情
報
・
活
用
事
例
（
特
許
庁H

P

）

特
許
庁×

M
a
k
u

a
k
e

～
知
的
財
産
セ
ミ
ナ
ー
～

知
財
の
ミ
カ
タ
（
巡
回
特
許
庁
）

知
財
金
融
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、JP

O
 C

h
a
n

n
e
l

IN
P

IT
 C

h
a
n

n
e
l

知
恵
の
承
継
マ
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ュ
ア
ル

特
許
情
報
活
用
セ
ミ
ナ
ー

IP
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A
S

E
 e

P
la

t

知
財
活
用
事
例
集

IP

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
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セ
ミ
ナ
ー

知
的
財
産
制
度
説
明
会
（
初
心
者
向
け
）

IP
 B

A
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E

知
財
支
援
総
合
窓
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（
知
財
ポ
ー
タ
ル
）

知
財
支
援
策
丸
分
か
り
ガ
イ
ド

知
的
財
産
制
度
説
明
会
（
実
務
者
向
け
）

知
財
活
用
の
ヒ
ン
ト

事
例
か
ら
学
ぶ 

意
匠
制
度
活
用
ガ
イ
ド

み
ん
な
の
意
匠
権

事
例
か
ら
学
ぶ 

商
標
活
用
ガ
イ
ド

出
願
支
援
ガ
イ
ド

図表２ｰ１ｰ３ 行動プロセス別にみた特許庁のコミュニケーション・チャネル

JP
O

ち
ゅ
ー
ぶ



27

Ⅱ．公開情報調査結果

②コミュニケ―ション・チャネルに関する現状整理

【認知】
業種を問わず幅広い業種が対象となるブランドや商標をきっかけとしたチャネル（セミナー、

SNS）を設計している。
一方で、現状ではチャネルが少なく、情報を発信し、アプローチできる支援対象者は、限定的で

ある。

【関心】
ホームページ（ポータルサイト）、SNS、動画チャンネル、セミナーイベント、メールマガジン

等、幅広い支援対象に向けて多様なチャネルが設計されている。
チャネルの核となるのは、支援情報・活用事例（特許庁ホームページ）（以下、支援情報・活用

事例ページという。）といえる。既存のチャネルの中でも多くのユーザーが接触しており、支援情
報のプラットフォームとして次の行動プロセスへと誘導する各種コンテンツ・情報を掲載している。

【理解】
SNS、動画チャンネル、セミナーイベント、ツール等、幅広い支援対象に向けて多様なチャネル

が設計されている。
特にガイドブック等、理解を深め検討行動を促すための情報が豊富なコンテンツが揃っている。

【検討】
産業財産権の出願や保護等、具体的な行動を後押しするための説明会、ポータルサイト、ガイド

ブック等のチャネルが設計されている。

前述の結果を踏まえ、今後の業務となるマップモデルのフレームの仮説設定及びアクション・
プランの検討においては、以下の点を含めて検討する。

現状のチャネルにおいて多くの支援対象が接触し、支援情報のプラットフォームとして機能
している、支援情報・活用事例ページをチャネルの核として位置づける。
その上で、前後に位置するチャネルについては連携や整合性を意識した設計を検討する。

特に前段階では、いかに支援対象（ユーザー）を支援情報・活用ページに誘導するかが重要と
いえる。

また、知的財産権別の情報提供等、支援情報・活用事例ページのコンテンツ拡充も検討する。
理解及び検討過程においては、支援施策の活用に向けて、産業財産権別のコンテンツ拡充、

コンテンツへの誘導等、きめ細かなチャネル設計を検討する。

③コミュニケ―ション・チャネル設計に関する考察

【認知】
現状では各チャネルからアプローチできる支援対象者は少なく、より多くの支援対象者に知的財

産権の関心や重要性等の気づきを与えられるチャネルが望まれる。

【関心】
今後のチャネルのあり方を検討していく上で、支援情報・活用事例ページを核として位置づけ、

前後の行動プロセスに位置する各種チャネルとの連携、支援情報・活用事例ページ自体のコンテン
ツ拡充も検討する必要があると考える。

一方で、知的財産権ごとの情報提供、次の行動プロセスへ誘導するチャネルについても検討の
余地があると考える。

【理解】
知的財産権別等の情報を拡充するとともに、ガイドブックの活用を促すためのチャネル設計を

検討する必要があると考える。

【検討】
特許庁による支援施策の活用に向けた最終プロセスとなるため、知的財産権別のチャネルやコン

テンツを拡充する等、支援対象別にきめ細かなチャネル設計が必要と考える。
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④参考資料

図表２ｰ１ｰ４ ホームページの集客チャネル

（資料）株式会社ヴァリューズ「Dockpit」。250万人のモニター会員によるWeb行動ログデータより推計。
対象期間は、2023年４月～2024年３月。

39.9

49.7

59.7

40.6

25.9

32.7

7.8

8.6

6.0

11.7

2.1

1.3

13.8 0.1

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IP BASE

知財ポータル

特許庁ホーム

ページ

自然検索 ノーリファラー 外部サイト

ソーシャル ディスプレイ広告 メール

単位：％

No. キーワード セッション数 ページビュー数 直帰率 平均滞在時間（秒）

1 特許庁 75,700 242,000 48.4% 104

2 商標登録 57,300 113,000 76.6% 47

3 商標 51,700 62,000 91.0% 12

4 商標登録 検索 39,200 48,100 89.2% 59

5 商標検索 34,600 37,000 92.9% 20

6 商標 検索 10,600 14,600 88.0% 34

7 弁理士試験 10,400 46,400 18.4% 74

8 特許検索 10,100 12,800 79.0% 17

9 商標登録検索 9,200 9,800 95.9% 7

10 特許 9,100 14,900 77.7% 46

11 商標権 検索 8,900 9,900 96.7% 10

12 登録商標 6,100 7,100 92.3% 34

13 知的財産権 5,300 6,400 84.2% 44

14 特許庁 採用 4,400 65,000 0.0% 88

15 商標権 3,900 8,500 73.9% 81

16 特許 検索 3,800 4,300 90.3% 3

17 意匠登録 3,700 6,700 68.9% 69

18 弁理士 3,400 14,600 31.2% 73

19 商標登録 確認 3,300 3,400 95.2% 1

20 特許庁 商標登録 3,000 10,400 35.7% 49

図表２ｰ１ｰ５ 特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp）への流入キーワード
（上位20ワード）

モニター会員を活用した民間の調査データによると、特許庁ホームページへの流入キーワードは
「商標」に関連するワードが多いことが推測される。比較的規模の小さい企業にとっても身近にある
商標（商品名・サービス名）は、幅広い業種において知財に関心を持つきっかけになり得ると考えら
れる。



29

Ⅱ．公開情報調査結果

（２）企業や官公庁等のホームページに関するベンチマーク調査

【事例選定のポイント】

Ａ 官公庁等によるマーケティング事例（中小企業経営者向け、その他）
Ｂ 企業等によるコマーシャル・マーケティング事例（中小企業経営者及び担当者向け）

について、公開情報や論文を確認 。

A 官公庁等によるマーケティング等 事例

①地方創生SDGs宣言等制度・自治体によるSDGs経営支援
情報源：内閣府地方創生SDGs金融、一部推進自治体のHP等

事例のポイント
・中小企業経営者に向けた自治体等による普及啓発方法
・オフラインチャネルの活用
・中小企業の取り組みメリット創出方法 等

②マーケティング論を官公庁に応用した事例
情報源：ア 流山市マーケティング課、マーケティング系論文等

イ 厚生労働省、がん対策推進

事例のポイント
・上記ア ターゲット設定、オンライン／オフラインチャネルの活用
・上記イ カスタマージャーニーマップ等の作り方

Ｂ 企業等のコマーシャルマーケティング事例

③中小企業向け経営課題解決支援】
情報源：損害保険提供企業、地域金融機関 等

事例のポイント
・中小企業の経営支援についてキーパーソンに接触できるチャネル 等

✓ 各事例の公開情報をベースに調査者が行動プロセス分類を判断した。公開情報から読
み取れない部分は推測を含む場合がある。

調査の前提
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【事例の特徴】
• 自治体の域内企業に「SDGs経営」を普及・啓発し、事業を通じて地域課題の解決を促進する

ことにより、地方創生に繋げることを目的とする事業
• SDGsとして、あらゆる業種や事業規模の対象を想定しており細かいターゲティングは難しい
• 一方で、各自治体に啓発・SDGs経営普及、促進の役割があるため、地域ごとに施策が実施・

検討される
【戦略の概要】

• 「登録業者限定のロゴマークの発行」「優良事例表彰・表彰式」等、事業者の取り組みを見え
る化する各種コミュニケーション設計と、地域金融機関等連携による告知・集客及び支援の実
施。

ターゲット設定 域内企業全般
銀行・信金、保険会社等の取引企業
（自治体の包括連携先）

行
動
プ
ロ
セ
ス
と
接
触
チ
ャ
ネ
ル
（
支
援
策
、
ハ
ン
ズ
オ
ン
施
策
の
利
用
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
）

認知

●報道記事、テレビ番組
●関連市広報による報道、広告協力等
ー関連啓発イベント（SDGsエキスポ 等）
ー優良事例表彰 のニュース記事、報道

《「見える化」施策による認知》
ー自治体SDGs制度登録者による情報発信（登録社ロ
ゴ/リリース、市からのPR）
ー優良企業表彰、表彰式の報道
ー融資・助成金等公募 など

★地域金融機関、保険会社等職員からの情報提供

関心・理解

●自治体関連HP（ポータルサイト）
●オープンセミナー
●動画提供
●域内優良企業事例集（冊子、HP、メルマガ）

検討

●自治体関連HP（ポータルサイト）
ー支援策、ハンズオン施策（＝SDGs登録制度等認定メリット）の内容
ー申し込みの方法、必要な手続き

行動
（支援策、ハン
ズオン施策の利

用）

《支援策・ハンズオン施策の例》
・専門家相談・派遣
・専門家ホットライン制度
・融資制度・助成金等
・経営ワークショップ
・マッチング支援会（中小企業診断士、社労士な
ど）
・域内優良企業によるアドバイス制度

★地域金融機関、保険会社等による
経営診断、融資支援
（無償／有償）

普及啓発事例としての
ポイント

・取組の『見える化』
「社内外へのアピール」と「SDGs経営の推進」とが
同時に叶う設計。『見える化』の結果、新たな認知
獲得につなげている
例）県によるPR発信、登録企業ロゴ・登録証の発行

・優良企業の選出、及び活用
優良企業選出により、行動（経営シフト）の“メリッ
ト“の理解が促進される可能性。更に競争原理も働く。

・企業経営に欠かせない地域金融機関等との連携
ターゲットへの認知経路としての連携
また、経営支援という点において、金融機関側に支
援策が用意されているため、自治体・金融機関・当
事者企業、各社にとってのメリットが含まれる。

関
心
・
理
解
・
検
討
段
階
で
、

告
知
、
実
施
協
力

【参照・参考】内閣府地方創生SDGs金融、愛知県、岐阜県、さいたま市、各自治体の地方創生SDGs宣言・登録・認証制度
関連情報

①地方創生SDGs宣言等制度・自治体によるSDGs経営支援
（SDGs宣言・登録・認証制度）
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【事例の特徴】
・千葉県流山市は、住民誘致に関しマーケティン グ課を設置し、様々なマーケティング活動を展開

「都心から一番近い森のまち」として市内外にPRを続けている。つくばエクスプレス開業後の
2005年～人口増、人口増加率（総務省発表・人口動態調査）全国の市で6年連続１位（2022年）

【戦略の概要】
・ターゲット設定（公平を前提とする自治体運営において、「誰に」とターゲットを絞ること）
・ターゲットにおける知名度の向上を目指したプロモーション（広告出稿、メディア取材獲得、

SNS交流）
・ 市民や市内の団体活動と連携した情報発信（SNSやイベント）

ターゲット設定
メイン：DEWKS／Double Employed With Kids（共働きの子育て世帯）
【課題】子育て支援施策への注力。短期的なコストへの対応
【メリット】親世代が退職したとしても、子ども世代への定着が叶えば、長期的な財政の健全化に寄与できる

行
動
プ
ロ
セ
ス
と
接
触
チ
ャ
ネ
ル

認知

●首都圏駅PR広告、Web上でのPR広告
●PR（媒体パブリシティ）・SNS拡散
ー子育て世帯が増加する自治体として、継続的なメディア露出（メディア露出件数H30,88、R1.70,R2.52）
ーSNSによる交流
①魅力発信 moricom 森のまちに住む | Facebook、
②フィルムコミッションアカウント https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1003885/index.html

●市の関連広報による報道等
ーシティセールスイベント（「グリーンフェスティバル」「森のマルシェ」など、『森のまち』を感じられる。
流山市で行われるイベント）
●市民・市内事業者との協働によるクチコミ
ー首都圏駅広告や取材対応等における、モデル起用。モデル起用を起点に市内での活動を始めた母たちが市内で
企業・開業・独立。

【グッド・デザインシティの推進】
・ビジュアル・アイデンティティの策定（市のブランドマーク・商用利用可）
・「母になるなら、流山市。」「父になるなら、流山市。」「都心から一番近い森のまち」

「市民の知恵と力が生きるまち」推進

関心・
理解

●シティセールスイベント（「グリーンフェスティバル」「森のマルシェ」など、『森のまち』を感じられる。
流山市で行われるイベント）
●ながれやまstyle(ブランドサイト)※「受け皿」として
●ウェルカムガイド（パンフレット）
●流山ウエルカムマップ（google map）

検討

●市民・市内団体活動との連携／市民がつくるタッチポイント（SNSやイベント）
「市民が生み出すブランド資源を、SNSでの紹介・イベントでの協働など、市が関連するタッチポイントと積極
的に連携していくことで、その魅力を表出」

※理解／検討フェーズ等では分類していない。
ー首都圏への「母になるなら、流山市」PRを視点に、ターゲットの興味・関心を喚起。
ーブランドサイトに誘引し、市の多様な魅力の「受け皿」として機能させる。「市ブランド資源の魅力をブラン
ドサイトで明確化」するとしている。

行動

ー子育て支援、住み替え支援制度等

普及啓発事例としての
ポイント

・ターゲットを明確にしたプロモーション展開
ー中長期視点でのメリットを考慮した、ターゲット選定。訴求メッセージ。
ー受け皿としての機能を有するポータルサイト、パンフレット等
ー住民を起用した広告展開によるコミュニティ創出・クチコミ醸成

・市民等との協働、連携
住民誘致・人口増を目指すプロジェクトにおいて、既存の市民・市内の活動団体とあらゆる連携・協働を行うこ
ととしている。

【参照・参考】流山市 ブランディングプラン（令和3年4月）、マーケティングジャーナルVo. 38 No. 2 (2018), 107-118

②マーケティング手法を官公庁等に活用した事例／千葉県・流山市住民誘致

https://www.facebook.com/moricomnagareyama/
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/appeal/1003885/index.html
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②マーケティング手法を官公庁等に活用した事例／厚生労働省 がん対策推進

【出典】第83回がん対策推進協議会、資料2-3（第4期がん対策推進基本計画に向けて）
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001000335.pdf

【事例名】第４期がん対策推進基本計画に向けて 普及啓発・情報提供領域
【事業の目標】
・がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す
・あらゆる分野における、がんに係る正しい情報の提供及びがん患者を含めた国民への普及啓発の促進、
より効果的な手法等についての検討
【普及啓発検討のポイント】
・「ペイシェントジャーニー」の各過程において、求められる情報の範囲・深度を定める
・「がん情報サービス利用者アンケート」等により、情報提供における問題点を抽出
・アンケート等により抽出した問題点に基づき、情報提供サービスの「編集方針」「リンク基準」等を決定
・情報を届けるための仕組みとして、関係各所による情報提供の流れを整理する

普及啓発にかかる課題分析過程において、“カスタマージャー二ーマップ”等が公開されている事例と
して調査。本検討事業における「支援マップ作成」に関するベンチマークとして下記に掲載する。
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③中小企業向け経営課題解決支援（損害保険会社による中小企業の開拓）

【事例の特徴】
• 損害保険会社による中小企業の開拓戦略。損害保険はどの企業も必要としている場合が多く、

業種によってターゲティングがしにくい。
• 一方で、メッセンジャー別に相対する企業には一定の属性があり、メッセンジャー別でのアプ

ローチ方法の検討や商品・サービス設計がきめ細かく展開されている。
【戦略の概要】

• 保険そのものをアピールするだけでは必要性を認識していない企業にはリーチできない。中小
企業の様々な経営課題を取り上げ、セミナーや情報提供を行うことで企業にアプローチしてい
る。

• 商工団体や金融機関など、中小企業に影響力のある組織をメッセンジャーとする戦略を取って
いる。

ターゲット設定
《ポイント》
メッセンジャーごとに
設定

例１：商工団体（商工会議所、商工会、中央会等）
会員の中小企業

例2：地域金融機関の顧客企業

接
触
チ
ャ
ネ
ル
（
保
険
提
案
機
会
の
獲
得
を
ゴ
ー
ル
と
し
た
チ
ャ
ネ
ル
設
定
）

認知
（経営に関わる
リスクの認知）

＜メッセンジャー固有＞
・商工団体機関誌記事（例：東商新聞）
・経営相談員からの情報提供

＜メッセンジャー固有＞
・金融機関職員からの情報提供

関心・理解
（自社との関わ
りへの関心・理

解）

＜メッセンジャー固有＞
・商工団体主催セミナー

⇒中小企業の経営課題（サイバーリスク、BCP、
労務管理等）に関するセミナー

・商工団体メールマガジン

＜メッセンジャー固有＞
・金融機関主催セミナー

⇒中小企業の経営課題（サイバーリスク、BCP、
労務管理等）に関するセミナー

・金融機関からのメールマガジン

検討
（リスク対策の

検討）

＜共通＞
・個別相談
・コンサルティング

⇒個別相談やコンサルティングを通じて、例えばサイバーリスク対策の一環として、保険があることが
示される

行動
（保険への

関心）

＜共通＞
・保険の提案
・見積もりの提示

普及啓発のポイント •パートナー企業・組織の存在
認知から行動まで代理店が企業のニーズをヒアリン
グし、伴走しながら保険の成約につなげている。保
険商品は内容が複雑であるため、代理店がコンサル
テーションする役割も担っている。
•周辺課題からのアプローチ
中小企業は様々な経営課題を抱えているため、サイ
バーセキュリティやBCPなどのキャッチ―なテーマ
のセミナー等で集客し、対話・関係構築を行い保険
の啓発につなげている。

• 中小企業に密接な組織との連携
商工団体や地域金融機関等と連携し、地域の中小企
業の経営支援に資する施策を展開することで、保険
獲得につなげている。日ごろ中小企業に接しており、
経営状態も理解している商工団体や地域金融機関等
からニーズを喚起することで、潜在層の掘り起こし
につなげている。
・Win-Winの協力関係
保険会社との連携により、地域金融機関としてサー
ビス展開の幅が広がることや、保険販売の手数料収
入などのメリットがある。保険会社としては販売網
が広がるメリットがあり、Win－Winの協力関係を構
築していると推測される。商工団体にも同様に、魅
力的な保険制度を導入することで、会員の加入促進
につながるというメリットを提示していると想定さ
れる。

【参照・参考】商工会議所会員向け保険制度HP、MSコンパス（三井住友海上）、地域金融機関HP（足利銀行、武蔵野銀行、
名古屋銀行、京都銀行 等）

＜共通＞
・報道記事、テレビ番組
・他社等のリスク顕在化事例
・保険代理店や保険会社社員等からの情報提供

＜共通＞
・保険会社の中小企業向け情報提供サイト
・代理店・保険会社HP
・保険会社・代理店のメールマガジン
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Ⅱ．公開情報調査結果

④総括

ターゲット設定

〇『中長期』の効果を狙ったターゲット設定
• 特定のターゲットに対し、施策を集中させる手法が奏功する場合がある。

「母になるなら、流山市。」など、プロモーションコピー・広告の出演
者、媒体選定等においてターゲティングを行うだけでなく、子育て支援
策に注力する等、プロモーションと支援策の両輪で推進していることは
注意が必要。また、公的機関としてなぜ特定のターゲットに注力してい
るのか、市のブランド戦略について、市長をはじめ丁寧な説明・情報公
開を行っている。（②千葉県・流山市住民誘致）

〇メッセンジャーによるターゲット設定
• 多様な中小企業に接触することを前提として、メッセンジャーによる

ターゲット設定及びアプローチを実施している。（③中小企業向け経営
課題解決支援（損害保険会社による中小企業の開拓））

行動変容のポイント

○取り組みの価値・メリットの提示
• 自治体によるPR発信、見える化施策としての登録証の発行、優良企業選

出等を行い、「社内外へのアピール」と「SDG経営の推進」とが同時に
叶う設計となっている。取組みによるわかりやすいメリットや価値を提
示している。

• 上記取り組みは、あらたな認知を獲得することにも寄与していると考え
られる。(①地方創生SDGs宣言等制度・自治体によるSDGs経営支援）

○周辺課題から訴求
• 中小企業が関心のある経営課題に関するセミナーや情報提供により、企

業にアプローチを行っている。これにより、必要性を感じていない層と
も接点を持つことができアプローチが可能となる。
（③中小企業向け経営課題解決支援（損害保険会社による中小企業の開

拓））

外部組織との連携

〇外部組織、団体等との連携
• 地域金融機関や市民団体、商工団体などの組織と連携をしている。連携

する上でのポイントは以下が挙げられる。(①、③の事例）

➢ 中小企業への訴求力がある団体との連携
➢ 民間の力の活用
➢ パートナー組織へのメリットの提示

普及啓発にかかる課題
分析方法

〇カスタマージャーニーマップの作成
• 「ペイシェントジャーニー」の各過程において、求められる情報の範

囲・深度を定める。
• 「がん情報サービス利用者アンケート」等により、情報提供における

問題点を抽出する。
• 情報を届けるための仕組みとして、関係各所による情報提供の流れを

整理する。
（②厚生労働省 がん対策推進）
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Ⅲ．事前アンケート結果

１．調査の概要

（１）知的財産権出願企業アンケート

①調査目的
知財支援施策の情報を求める中小企業等のターゲット像の明確化、ヒアリング調査候補企業
の絞り込み、ジャーニーマップ及びペルソナの仮説設定

②調査対象者
令和５年１～１２月に知的財産権を出願した企業のうち、以下の出願カテゴリーに該当
する13,352社の中から、以下の出願カテゴリー分類を行い、各カテゴリーの母集団
の比率に応じたサンプル構成となるように出願カテゴリー別の社数を設定して、2,500社を
ランダムに抽出。
【出願カテゴリー】

①特許のみ 2 件以上、②実用のみ 3 件以上、③意匠のみ 1 件以上、④商標のみ 3 件以上、
⑤特・実、⑥特・意、⑦特・商、⑧実・意、⑨実・商、⑩意・商、⑪特・実・意、
⑫特・実・商、⑬特・意・商、⑭実・意・商、⑮４権すべて

③調査方法
郵送調査とインターネット調査の併用
※上記の調査対象企業2,500社にアンケートを郵送。調査対象者は、インターネット上での

アンケート回答またはアンケート用紙への記入のいずれかを選択。

④調査実施時期
令和６年１１月６日（水）～２９日（金）

⑤アンケート有効回答数
６８４（インターネット５２６、紙１５８）

（２）特許庁イベント「つながる特許庁」参加者アンケート

①調査目的
イベントに対する評価・ニーズの把握等のフォローアップ、ヒアリング調査候補企業の絞り
込み、ジャーニーマップ及びペルソナの仮説設定

②調査対象者
令和４～６年度に全国各地で開催したイベント「つながる特許庁」の参加者。

③調査方法
インターネット調査
※イベント会場でメールアドレスを取得した参加者８７８名にメールを配信。

調査対象者は、インターネット上のアンケートに回答。

④調査実施時期
令和６年１１月６日（水）～２９日（金）

⑤アンケート有効回答数
１３６
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Ⅲ．事前アンケート結果

①所有している知的財産権／業種別構成比
知的財産権の所有状況について業種構成比をみると、総じて製造業の割合が高かった。

一方で、商標は卸売業・小売業やサービス業等の業種も一定数を占めており、所有している
業種は比較的多様であった。

②知的財産権を出願した目的
特許と実用新案ともに、他社の参入防止、模倣品排除といった出願目的が上位を占めた。

特許では、信用力向上という回答も多かった。
意匠と商標では、模倣品排除がトップであったが、商標ではブランド力向上も回答の上位

に挙がった。

③知的財産権の所有による効果
出願目的と同様、特許と実用新案では他社の参入防止、模倣品排除といった項目が上位に

挙がった。特許では、信用力向上という回答も多かった。
意匠と商標では模倣品排除がトップであり、商標ではブランド力向上が上位に挙がった。

④技術移転、ライセンス、模倣被害等の経験
自社の商品・サービスについて模倣被害を受けた経験について、「ある」と回答した企業

の割合は35.2％であった。

⑤知的財産権に関する社内の体制
従業員数100人以下の企業では、「担当者はいない」という回答率が比較的高かった。

⑥知的財産活動に取り組む上での課題
人材不足に次いで、情報や知識不足が課題の２番目に挙がった。
従業員の規模別にみると、規模の大きい企業ほど人材不足が課題として挙がった。
一方、規模の小さい企業では、資金不足という課題が大きかった。

⑦特許庁の支援施策に関する認知及び利用状況
特許庁ホームページとJ-platpatは７割以上が「利用したことがある」と回答した。
その他の支援施策については、半数以上が「知らない」と回答した。
特許庁ホームページとJ-platpatの利用状況を従業員規模別にみると、従業員規模が大きい

企業ほど「利用したことがある」という回答率が高かった。
各種知財セミナーとカタログパンフレットについても、従業員規模が大きい企業ほど

「利用したことがある」という回答率が高い傾向がみられた。

２．事前アンケート結果の総括

（１）知的財産権出願実績企業
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Ⅲ．事前アンケート結果

⑧知的財産活動に関する情報収集活動
自社の事業拡大や市場開拓等の検討が知財を知ったり興味を持つきっかけとなるケースが

多かった。その他、リスクに関する話題や事業機会に関する話題等もきっかけとして挙がっ
た。話題の認知経路としては、WEBやマスメディアのニュースや記事が上位に挙がった。

知財への興味・関心段階では、所有メリットや知財の種類・違い、所有しないリスクへの
情報ニーズが高かった。情報源としては、特許庁ホームページ、知財専門家のセミナー等が
上位に挙がった。

知財への理解を深める段階では、調査・出願事例がトップであり、所有メリット、所有し
ないリスクが続いた。情報源としては、特許庁ホームページ、知財専門家のセミナー等が
上位に挙がった。

具体的な行動を検討する段階では、調査・出願事例に関する情報ニーズが圧倒的に高かっ
た。情報源としては、特許庁ホームページ、知財専門家のセミナー等が上位に挙がった。

（１）知的財産権出願実績企業

① 「つながる特許庁」の認知媒体、参加動機
認知媒体としては、「メールマガジン」が54.4％と最も多く、次いで「ホームページ」が

30.9％であった。
参加動機については。「知財に関心があったため」（62.5％）、「テーマに関心があった

ため」（55.1％）という回答が多かった。

②知的財産権への関与
イベント参加者の約44％が関心・検討層、約55％が知財所有層であり、イベントの参加

者は大きく２つの属性に分かれた。

（２）「つながる特許庁」参加企業
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Ⅲ．事前アンケート結果

特許庁による支援情報の受発信においてミスマッチが発生している可能性があるという仮説
に基づき、出願者実績企業へのアンケート結果から、

①知財活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題としている企業
②特許庁による支援施策を認知できておらず、十分に利用できていない企業

について、属性を分析した。

①知財活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題としている企業
知的財産活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題として捉える企業は一定数存在

している。本調査の対象が出願実績企業であることを考慮すると、今後知財の出願や所有を
検討する企業にとっては、大きな課題であることが推測される。

一方で、企業属性別の分析では、明確な相関がみられなかったことから、知財の関与段階
や行動過程等によって企業の課題感も異なると考えられる。

②特許庁による支援施策を認知できておらず、十分に利用できていない企業
支援施策の活用については、業種、業歴（設立年代）、従業員規模、知財担当者の人数と

いった項目において相関がみられた。
具体的には、業種では製造業の利用率が高く、業歴の長い企業、従業員規模の大きい企業、

知財担当者の人数が多い企業ほど利用率が高い傾向がみられた。
相関のあった項目について、業歴の長い企業は製造業、100人超の割合が多く、従業員規

模の小さい企業は知財担当者がいない割合が高いといったような関連性もみられた。

上記②の結果を踏まえ、本調査の対象となった出願実績企業の36.5％を占める、業歴25年以
内で従業員数100人以下の企業をターゲット群として設定し、ヒアリング調査においてニーズ
や課題を深掘りすることとした。

（３）ヒアリング調査候補企業の絞り込み
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Ⅳ．ヒアリング調査結果

１．調査の概要

（１）調査の目的

事前アンケートの回答者（出願実績企業、特許庁イベント「つながる特許庁」参加者）を対象に、
知財活動への取組、情報収集活動や情報ニーズ、支援施策の要望等、アンケートの回答内容を
深掘りすることで、今後のジャーニーマップモデル及びアクション・プラン策定に向けた情報を
収集する。

（２）調査の方法

対面またはオンラインによる聞き取り

（３）調査時間

１時間程度

（４）調査人数

10名
※出願実績企業６名、つながる特許庁４名

（５）調査実施時期

令和７年１月中旬～２月上旬

（６）調査対象企業の選定

事前アンケートの回答者（出願実績企業、特許庁イベント「つながる特許庁」参加者）
※アンケート設問の中で「ヒアリング調査への協力」について打診、「予定が合えばヒアリングを

受けることは可能」と回答した人が対象

【ヒアリング調査が可能な対象人数】
①出願実績企業：188人（うち連絡可能者177人）
②「つながる特許庁」参加者：50人（うち連絡可能者41人）

対象者の選定については、事前アンケートの結果を参考に、支援施策の情報が十分に届いていない
ことが想定される小規模企業を中心に検討。

①出願実績企業については、小規模企業の中でも「模倣品排除」「他社の参入防止」「ブランド
力の向上」といった知財の所有効果を発揮している企業を選定し、知財の効果を発揮するための
取組や情報収集等についてヒアリングを実施する。

②「つながる特許庁」参加者については、これから知財の出願や所有について検討する小規模企業
を対象に、課題や必要な情報、支援施策等についてヒアリングを実施する。



項
番

都道
府県

設立年 資本金 従業員数 業種 売上高
関心の

ある知財
ヒアリン
グ対象者

H 沖縄
2000～
2004年

1,000万円
以下

5人以下
卸売・
小売業

1,000万円
以下

実・意・
商

経営者

Ｉ 茨城
2015～
2019年

1,000万円
以下

6～20人
金属製品
製造業

1億超～
5億円

特
開発部門
責任者

Ｊ
北海
道

2010～
2014年

1,000万円
以下

5人以下 サービス業
1,000万超～
3,000万円

特・実・
意・商

経営者

項
番

都道
府県

設立年 資本金 従業員数 業種 売上高 所有知財
ヒアリン
グ対象者

A 東京
2010～
2014年

1,000万円超
～3,000万円

5人以下
医薬品
製造業

1億超～
5億円

特・意・
商

開発部門
責任者

B 京都
2010～
2014年

1,000万円超
～3,000万円

6～20人
電気機械

器具製造業
1億超～
5億円

特・意・
商

経営者

C 東京
2000～
2004年

1,000万円超
～3,000万円

6～20人
卸売・
小売業

1億超～
5億円

特・商 経営者

Ⅾ 大阪
2005～
2009年

1,000万円
以下

6～20人
卸売・
小売業

5,000万超～
1億円

意・商
開発部門
責任者

E 大阪
1985～
1989年

1,000万円
以下

5人以下 建設業
3,000万超～
5,000万円

意 経営者

F 高知
2010～
2014年

1,000万円
以下

5人以下 サービス業
1,000万超～
3,000万円

商 経営者

G 福井
1985～
1989年

1,000万円
以下

6～20人
情報通信機
械器具製造

業

1億超～
5億円

特・商 経営者
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Ⅳ．ヒアリング調査結果

２．ヒアリング調査結果

（１）ヒアリング調査の対象企業

①知財所有企業

②知財関心企業



企業 知財との関わり

A

・臨床試験支援事業会社の研究開発部門が分社化。
・社長を含め５人の社員。知財に関する知見を有している。
・吸入剤、吸入補助器具等、ビジネスの対象はほぼ海外。
・開発と権利は表裏一体であり、基本的に開発した製品等は出願。

B

・社長の前職は大手メーカーの開発部門に勤務。知財に関する経験やノウハウを得た。創業後
は特許を12件取得。

・競合他社を牽制するために、まずは出願する。商品カタログに「出願中」と記載することで、
競合他社が気にしたり警戒したりしてくれれば、それでいい。

C

・社長は前職（アパレル）で無印良品の仕事に関わり、無印良品の商標問題によって知財を
知った。

・アパレル分野での成長は難しいため、新規事業に投資。その一環として微生物測定器を開発、
特許を取得。

Ｄ

・個人として特許の取得経験あり。その経験を活かして、D社のビジネスパートナーとして
知財活動を支援。

・海外企業に類似商品（行燈看板）を販売された経験に基づき、自社ブランドの開発とともに
商標を取得。

E
・本業であるプラント事業の受注が減少。空き時間を使って、鉄と木を素材とした製品を開

発。
・商工会議所の助言で意匠を取得。ごみ箱やイス、遊具など、これまでに９件の意匠を取得。

F
・健康アイテムを開発する際に、雑貨商品を製造している友人（仕事仲間）に相談。

以前に製造した雑貨商品が、後で大手企業が商標を取得したために使えなくなったという
経験談とともに、商標取得のアドバイスを受けた。

G

・社会に出た20歳頃から商品開発に取り組む。自分と類似した商品を開発した大手が特許を取
得した経験あり。

・ニッチな分野で活動しているため、自主的にビジネスや製品を創造し、特許を申請する姿勢
が大切。

H

・創業前に、沖縄産業振興社で開催されるセミナー（無償）に参加。知財をテーマとした内容
もあり、こういう仕組みがあるということを知った。

・セミナーの中で、G-SHOCK（腕時計）の事例が紹介されていた。AからZまですべて商標を
取得したという話を聞いて、そこまでしないとコンセプトやデザインを守ることはできない
と思った。

・沖縄の伝統工芸品である織物・染め物は産地偽装が多く、まじめに取り組んでいる事業者に
クレームが来て叩かれるような状況が何年も続いている。

・知財は、伝統文化、先祖が残してくれたものを次の世代へと残すためのものだと思っている
ので、しっかり取り組みたいと考えている。

Ｉ

・金属加工機械の開発に際して、知財に興味を持った。加工機械は試作品を開発している段階
だが、その後は特許出願を検討。

・担当者自身で知財に関する情報を収集。「つながる特許庁」に参加し、知財支援相談窓口に
相談した。

Ｊ
・クラウドファンディングで、アイヌ文様のパーカーを制作・販売。
・使用したアイヌ文様が模倣されないために知財の費用や手順について知りたいと商工会議所

に相談したところ、INPITを紹介された。その時は意匠権というのも知らなかった。
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（２）ヒアリング調査の結果

①知財への関与

企業設立前に知財に関する情報や実務経験を有している経営者も存在。
無印良品やG-SHOCKといった著名なブランドの事例をきっかけに知財への関心を持ったケース

もみられる。
類似商品の販売や産地偽装等が知財に関与するきっかけになっているケースも見受けられる。



企業 知財に関する情報収集活動

A
・情報収集は、ウェブでの文献調査（論文等）。先行文献がなければ、自分達で解決策を考え

る。
・先行文献を調査して、その後に特許事務所へ依頼。これならいけそうだとなれば出願する。

B

・J-PlatPatは毎週活用している。
・特許庁ホームページはたまに見るが、あまり記憶にない。弁理士に言われて見るくらい。
・セミナーの情報はあまり知らない。どこかの業界について特許活用の具体例を紹介してくれ

る内容であれば、行ってみようかと思う。

C
・アパレルのデザイナーは仕事柄、商標のことをよく知っているので、社内外を含め相談をし

た。
・弁理士や専門家のセミナーは営業色を感じてしまうので、参加しない。

Ｄ ・知財の情報に対しては、普段は接していない。情報が必要な時にはセミナー等にも参加する。

E

・ドラム缶を使ったイスの製造を考えた時は、楽天やAmazonのネットショップで「ドラム缶、
いす」で検索、探した。過去に意匠として登録したものがあるかどうか、サイトで探した。

・特許庁のホームページは、申請様式をダウンロードする時に利用。それ以外の情報はほとん
ど見ていない。

F
・弁理士が発信しているサイト。最初は特許と意匠の違いもよくわからなかった。弁理士に

アドバイスされて、調べてみてわかった。

G
・特許に関して情報を収集ということはあまりしない。特許は原点発想が大切。
・他社の情報を参考にすると真似になってしまう。他社の真似は一切しない。

H

・よろず支援、商工会議所、中小機構等のメルマガを登録。「つながる特許庁」もそこから
知ったと思う。

・補助金や助成金情報は、中小企業診断士、社労士、公認会計士等、専門家のYouTubeチャン
ネル。毎日見ている。

・（つながる特許庁について）イベント参加した時にメルマガのことを知っていたら登録して
いた。特許庁が発信したい情報が届いていない。

Ｉ

・キーワードで検索して、インターネットの記事、専門家のYouTubeチャンネルを視聴。
・イベントに参加して実務に携わっている人の声を聞くと、より身近な情報を得られる。参加

できるようなものがあれば、少しでも情報が集まればと思い、参加する。
・銀行が主催する、ビジネスマッチングの展示会にも参加したことがある。大手企業が保有し

ている特許のライセンスを紹介する内容。

Ｊ

・ビジネスに関連して、関心のあるセミナーには参加。セミナーの情報源はメルマガが多い。
・ネット上に書かれていることは抜粋されており、実際はもっといろんなことが起きていると

思っている。
・わからないから調べているが、わかる人にはわかるといったような資料が多いので、（知財

は）難しい世界だなというイメージが先行してしまう。
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Ⅳ．ヒアリング調査結果

（２）ヒアリング調査の結果

②知財に関する情報収集活動

すでに出願実績のある企業では、独自の方法で情報収集。
出願実績のない知財関心企業では、メルマガやYou Tubeチャンネル、セミナー等も情報収集の

チャネルとして活用している。



企業 知財出願の目的、所有による効果

A

・基本的に、知財を保有していることで、自社や製品のステータスが上がる。
・国内の大手商社を通じて海外の企業へアプローチしてもらっているが、自分たちの会社を紹

介するのに役立っている。
・知財を取得していないと事業化できないので、基本的に製品を開発したら知財は取得する。

B

・特許は請求項を広く記載することで、商品カタログに「特許出願中」と書くだけでも競合他
社を牽制することができる。出願費用が10万円くらいで、競合他社が３年くらい追随を躊躇
してくれたら、それだけでも模倣を防ぐ効果はある。

・とりあえず出願してみて、取得したら効果が大きそうと思ったら審査請求に進む。

C

・アパレルはOEMが本業であったが、ほぼ販売価格が決まっている。また円安や原材料の高騰
等、様々な要因がコストや価格に影響してくる。自分たちのブランドを作ることで、自
由に展開することができると考えた。

・特許は、B to Bの販売先である大手商社等が特許取得しているかどうかを重視しており、特許
を取得していれば安心して販売していただけるので、非常に大きい。

Ｄ

・海外に進出し、自社商品（行燈看板）を販売していく計画をしているが、中国に商品を模倣
して安く販売する集団がおり、これまでも模倣されている。権利を押さえておきたいので、
税理士に相談して出願した。

・模倣に対する防御としての役割が一番の狙い。

E
・本業であるプラント業務の空き時間を有効に使ってモノづくりができる。あとは製品の販売

が波に乗ればよいと考えた。

F

・木材の商品だが、大手がプラスチックで同様の商品を製造し、ある日100円ショップに並んで
いた、というのが一番のリスクと考えた。

・出願の費用が現実的なものであり、出願後に「出願中」と表示することで一定の効果がある
ということがわかったので、出願を決断した。

・安心感。（販売できなくなる、模倣されるという）不安がなくなった。
・営業資料に「取得」という記載ができることで、商品に権威的な効果が加わった。
・木材の加工には高額な機械を使っているので、販売価格も高くなってしまう。「なんでこん

なに高いのか」と思われがちだが、意匠権の取得により価格の納得性にもつながっている。

G
・最終的にビジネスになっていかないことには、特許を取得するメリットはない。
・ビジネスになるかどうかはわからないものは、（特許を）先に押さえておくようにしている。

H

・やみくもに出願することはしたくない。零細企業なので、事業転換等、何かのきっかけがな
いと知財は出願しにくい。当社も沖縄のMICE事業に採択されたので、検討している。

・腹をくくって検討するには、お客様が求めているもの、地域課題を吟味していきたい。
・MICE事業において、半襟のTシャツを開発した。利用者の評価等、データを取得して、お客

さまが喜ぶ商品で知財を取得したい。

Ｉ
・特許を取得すれば、技術が保護され、情報が外部に漏れることを防ぐことができると考えて

いる。
・取得することにより、シェア率や受注につながることを期待している。

Ｊ
・アイヌ文化を保護しつつ、アイヌ民族の生活の糧にできるような仕組みを考えたい。
・町工場や個人の発明による知財の権利は保護したいと考えている。
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（２）ヒアリング調査の結果

③知財出願の目的、所有による効果

今後のビジネスチャンスや事業化を期待して知財を取得するケースが目立った。
出願実績の豊富な企業では、製品を開発したら、とりあえず知財を取得、という行動パターン

も見受けられる。



企業 知財活動の課題

A
・平行して進めているプロジェクトがいくつかあり、知財の方にパワーを割くことができない。
・今後の課題は事業化。知財を取得したものを、どうビジネスにしていくか。

B
・大手企業は資金もあり、特許に難癖をつけてくることがある。裁判等が長引けば、中小企業

は費用も厳しくなる。大手企業に対して公平な戦い方ができないかなと思っている。
・技術の会社なので、営業は社長と役員の２人しかおらず、営業力が弱い。

C

・大手企業は人材や資金も豊富なので、特許取得もスピード感がある。他社も絶えず研究して
いるので、大丈夫かという不安は常にある。

・事業化するために知財を取得しており、製品の開発や営業にコストがかかっている。特許を
取得した製品等に対して助成金や支援があればよいのでは。

Ｄ ・行燈看板の販売先である飲食店にあまり元気がない。

E

・知財の維持コスト。最初に意匠登録したドラム缶のイスは、今後も継続するべきかどうか考
えようと思っている。継続するのにいくらかかるのかを考えて判断したい。

・開発した製品の周知、販路。意匠登録した製品を販売していきたいが、ほしいと思う人に向
けてどのように認知をさせていけばよいか。

F
・販路開拓。大手ホテルや海外等を検討。
・人口の少ない県（高知）であり、人口も減少している。２年くらい前から広い対象に届ける

ビジネスを考え始め、商品を開発。

G
・特許を取得するのは重要だが、問題は特許を活かしきれるかどうか。中小企業が生き残る要

素としてどう活用するかが課題。
・企業の一般社員には知財の重要性がわからないと思う。動機付けが難しい。

H

・人材育成。全員外注スタッフであるが、今後は中心になるメンバーを雇用し、大きな商売を
できるようにするための体制を作っていきたい。

・スタッフの教育も伝統的な商品を守ることになる。
・偽物（模倣品）が沖縄のものと見られたくない。正統派でがんばっている事業者（生産者）

を守りたい。

Ｉ

・新たに開発する金属加工機械の事業化。
・事務方の人数が少ない。利益を生み出す部門ではないので、知財専門部署を作るわけにはい

かない。
・スピードが重要な業務なので、いち早く進めたいが、思うように進んでいない。
・いずれは外部の専門家に入っていただくことになると思うが、そこに辿り着くまでのサポー

トが必要。どの段階でどのように専門家（税理士）に相談すればよいか。

Ｊ

・情報公開の手順がわかっていないので、専門家との連携に踏み切るタイミングがわからな
い。

・知人が何人かの弁理士に当たっているが、土地柄もあってか、エネルギー産業に詳しい弁理
士がいない。
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（２）ヒアリング調査の結果

④知財活動の課題

出願実績企業では、知財を取得した製品の事業化や販路開拓に関する意見が多い。
知財取得とともに、取得後の活動に関する成功事例等の情報発信も検討の余地があるといえる。



企業 支援施策に関する要望

A
・事業化に向けて、特許や技術を探している企業とのマッチング。我々のような技術を持って

いる事業者と、特許や技術を探している事業者とのマッチングがあれば、今より業務効率がよ
くなる。

B

・中小企業に寄り添った対応をしてくれていると実感しているし、感謝している。中小企業がもっ
と知財を活用できるように肩入れしてくれるとありがたい。

・面接審査は、どんどん広げていったらいいと思う。拒絶があった時、直接会話することで審
査官に真意を伝えることができる。審査官は審査だけでなく相談に乗ってくれるということ
を知らない人も多いと思うので、周知すればよいと思う。

C ・特許を取得している企業と、事業化したい企業のマッチング。

Ｄ

・特許庁がクラウドファンディングを実施してはどうか。
・過去にマクアケで出品したことがあるが、運営会社に自社が保有している顧客情報を取られ

るだけだった。記事広告掲載等のコマーシャルもあるが、お金をたくさん出した人が有利な
仕組みになっている。

・特許庁のような公的機関がクラウドファンディングを運営すれば、そうならないのでは。
・国際特許に関する連携をサポートしてもらえるとありがたい。

E
・意匠を取得しているが販路がない製品を集めたサイトがあるとよいのでは。集まった事業者

間のつながりを活かしたモノづくりもできると思う。

F
・知財を取得しても、その後に力尽きることもあるので、融資条件に知財が組み込まれるよう

なサポート。

G
・国際特許の支援があると、経済的に助かる。
・類似製品等、その企業に合った情報を提供してくれる仕組みがあれば、検索の必要がなくな

る。類似製品を探すのに時間がかかる。

H
・全国各地の成功と失敗事例を聞く機会があれば、参考になると思う。
・地域と地域のマッチング。例えば、能登で地震があったが、地域と地域の伝統工芸で扶け合

えるとよい。災害支援として、復興のために伝統工芸を活用できるとうれしい。

Ｉ
・今後特許出願を依頼する専門家や依頼先。
・いずれ弁理士につなげたいと思っているが、依頼するために何が必要か、どこまで進んでい

れば依頼できるのか、情報があるとよい。

Ｊ
・アイデアが誕生してからビジネスの実現まで、なかなか時系列でわからないことが多い。

いろんな事例をかみ砕いていくしかないが、どんなことをすればよいか、時系列で順番が
わかるような資料があるとよい。
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（２）ヒアリング調査の結果

⑤支援施策に関する要望

製品・サービスの事業化や販路開拓に関連して、事業者間のマッチングを望む声が目立つ。
知財関心企業では、専門家の紹介を求める声も挙がっている。



企業 特許庁の情報発信について

A ・J-platpatで検索するが、キーワード入力が不便。登録情報は便利。

B
・知財をどのように活かせばよいのかということをわかっていない企業も多いのでは。
・どういう効果があるのかを見える化できるような、特許を有効に活用できる成功事例、大手

とのクロスライセンスの事例等を紹介することもよいのではないかと思う。

C

・特許庁のホームページはわからないが、行政のホームページは総じてわかりにくいものが多
い。必要な情報がどこにあるか等、もう少しわかりやすくできないかなと思う。行政全般に
対してそういうイメージ持ってしまっているので、どうせ見てもわからないだろうという
先入観がある。

Ｄ

E

F

・特許庁のそれなりの立場の方が発信する、YouTubeチャンネルがよいのでは。詳細はそこか
ら問い合わせできる連絡先があればよいと思う。

・弁理士のチャンネルもあるが、どういう人か本物かどうかわからないので、間違いがない方
の情報であれば安心できる。

G
・地方の企業が中央に足を運ぶのは難しい。地方で講演会を実施してほしい。内容は、特許の

基礎や申請方法ではなく、知財を持たなかったことによる不利益等の情報を発信してほし
い。そのことを理解しないと知財を取得する動機にはつながらない。

H ・イベント参加者に対して、特許庁が見てほしいことはQRコードを送ればよいのでは。

Ｉ
・J-platpatは個人的に検索してみたが、ワードのチョイスが難しい。検索して出てくる量も多

いので、チェックの時間も増える。情報収集活動を圧縮、簡略化させたい。

Ｊ
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（２）ヒアリング調査の結果

⑥特許庁の情報発信

コンテンツとしては、知財取得の動機づけにつながる情報、知財の有効活用に関する事例等。
J-platpatが使いにくいという声も挙がっており、講習会や動画の周知も検討の余地がある。
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３．ヒアリング調査結果の総括

（１）知財への関与

事前アンケートの結果から、業歴が短い小規模企業は支援施策の情報が十分に行き届いておらず、
さらなる支援が必要ではないかという仮説に基づき、業歴が短い小規模企業を中心にヒアリング調査
を実施した。

ヒアリングした出願実績企業の中には、企業設立前に知財に関する実務経験を有している経営者も
存在しており、求める情報に違いがある等、業歴が短い小規模企業の知財活動の実態も多様であるこ
とがわかった。

情報発信のターゲットとして想定している小規模企業については、知財の関与レベルに応じた情報
コンテンツ、発信するチャネルを検討する必要があるといえる。

（２）知財への関心喚起

知財に関心を持ったきっかけとして、著名なブランドに関する事例を見聞きしたというケースが
見受けられた。

生活の身近にあり、誰もが知っている企業やブランドの事例や情報は、知財に関心を持つきっかけ
になり得ると考えられる。

（３）知財に関する情報収集活動

すでに出願実績のある企業については、自社や自身のノウハウを活用しながら独自の方法やネット
ワークで情報を収集。

一方、出願実績のない企業では、メルマガやYouTubeチャンネル、セミナー等も情報収集のチャネ
ルとして活用している。

「つながる特許庁」に参加した企業に、その後の情報が行き届いていないケースもあったため、次
の行動過程につながるジャーニーマップ策定や情報発信を心掛ける必要がある。

（４）知財出願の目的、課題、要望

出願実績企業では、ビジネスチャンスや事業拡大を目的として出願している一方で、知財取得後の
課題として事業化や販路拡大の課題に直面しているケースが多い。そうした課題を踏まえ、今後の
支援策への要望としてビジネスマッチングを期待する声が目立った。

知財出願の目的としてビジネスチャンスの創出や事業拡大への期待が大きいということは、知財取
得の動機づけになると考えられるため、行動過程の初期段階において知財取得による事業化の成功事
例やノウハウ等に関する情報発信も検討の余地があるといえる。
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Ⅳ．ヒアリング調査結果

４．参考：東京商工会議所経由によるヒアリング調査

項番 都道府県 設立年 資本金 従業員数 業種 売上高
関心の
ある知

財
役職

K 兵庫
1975～
1979年

1,000万円超～
3,000万円

21～50人
建設業、そ
の他製造業

50億円超 － －

L 東京 1969年以前
1,000万円

以下
6～20人

卸売業
（ゴム製

品）

５億円超～
10億円

商 社長

（３）ヒアリング内容の要約

①知財への興味・関心について
【K社】
• 建物に使用する「耐火パネル」や「断熱パネル」の製造から施工までを手掛けている。
• パネルは汎用的な製品であり、構造もシンプルであるため特許が取れる類の製品ではないとの認識。
• パネルに自社ブランド名をつけて販売しているが、商標は取得していない。理由としては、取得するメ

リットがわからないため。自社の強みは工期の速さであると認識しており、仮にブランド名が使用でき
ない状態になった場合には名称を変更すれば済むとの認識。

• 新たなパネルの開発を行っており、他社特許の侵害に関する調査は実施済み。J-platpatでの検索や、
耐火認定機関への相談など。

【L社】
• 先代の経営者が利益目的で特許を取得したが、販売に結び付かなかったとのこと。
• 取り扱う製品が特殊タイヤであり、自社製品もあり。タイヤは加工が簡単で模倣できてしまうが、模倣

されたからといって特段不都合は想定されないとの認識（自社の強みは特殊タイヤとホイールのマッチ
ングに関する手加工の技術であり、その点は属人的なものでまねできないため）。

• 海外製品の中には粗悪なものがあり、社内で手加工して販売している状況。このような手加工したもの
に自社の商標をつけることで、品質に関する「安心マーク」のようなものになり得るのではないかとの
アイデアを持つが、商標取得に向けた具体的な動きはない。

②特許庁への要望、今後の活動への示唆に関するコメント
【K社】
• 「本当はメリット（知財の３大効果）を得られる可能性があるのに、それに気づいていない企業」を普

及啓発のターゲットとするならば、特許庁のみでの発信やイベントでは不足していると思われる。
• 例えば、現在M&Aに興味があり、M&Aセンターのイベント等には行っているが、「M&A×特許」など、

特許だけではない角度からの発信でないと、我々のような層はまったく気づかないと思う。
• J-platpatは非常に難しく、使いづらい。使っていくと、その難しさにも理由があるのだと分かるが、

最初のハードルはあると思う。

【L社】
• 特許庁のHPなどは一度も見に行ったことがない。当社は過去に特許で失敗（効果がない）をしたが、

わかりやすい成功事例や、知的財産を取らないことによる失敗事例を示して欲しい。
• 自社と同じようなアイデアをもち、すでに展開している企業の情報や、費用対効果の判断に資する情報

があれば、知財の検討につながると思われる。

（１）ヒアリングの前提

次年度以降の事業展開等の参考とすべく、東京商工会議所へ知財等を保有しない企業について下記
の通り紹介を依頼。近しい企業として紹介を受けヒアリングに承諾をいただいた先に対し、実施した。
●知財に興味・関心があり、以下に該当する中小企業（各１社）
• 特許権及び意匠権を保有しない製造業
• いずれの知的財産権も保有しない小売・卸売業

※いずれも従業員数10人～50人程度を想定

（２）ヒアリング対象企業の概要
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Ⅳ．ヒアリング調査結果

５．ペルソナ策定に向けたターゲット分類

高

低

知
財
リ
テ
ラ
シ
ー

低 高

知
財
リ
テ
ラ
シ
ー

緊要性・必要性

緊要性・必要性

前職での実務経験等、知財経験
が豊富。
ビジネス上、知財取得の必要性
は高い。

前職での実務経験等、知財経験
が豊富。
知財取得が必須ということでは
ないが、事業の将来性も見据え
て知財に関心はある。

創業時、知財の実務経験なし。
ビジネス上、知財取得の必要性
は高い。

創業時、知財の実務経験なし。
今のところ知財取得は必須では
ないが、事業の将来性も見据え
て知財に関心はある。

【アクション課題】
必要性の気づき
必要情報の付与

【アクション課題】
知財取得の動機づけ
必要情報の付与

【アクション課題】
必要情報の付与

【アクション課題】
必要情報の付与

Ａ社
Ｄ社

Ｆ社
Ｈ社

Ｂ社
Ｃ社
Ｇ社

Ｅ社
Ｉ社
Ｊ社

ヒアリング調査の結果を踏まえ、
①企業設立前に実務経験を有している等、知財に関する情報量や知識に違いがある
②身近で模倣被害や産地偽装等の問題が発生している等、知財取得の緊要性に違いがある

という点に着目して、①知財リテラシー、②緊要性・必要性、という２つの軸を設定。
ターゲットとなる中小企業を４つのタイプに分類した。

業歴の短い小規模企業であっても属性は多様であることが想定されるため、以下の分類に
基づいて情報発信のターゲットとなる中小企業の属性を視覚化（ペルソナ策定）する。

当事者の認識（主観）により、行動が変わるため、縦軸は客観的な基準ではなく自己認識を
表している。
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Ⅴ．ジャーニーマップ

１．ジャーニーマップの概要

（１）ジャーニーマップの作成対象

４象限のうち、特許庁支援施策に関する情報を届ける優先度が高いと思われる、『知財リテラシー
が低い』２象限について、将来像としてのジャーニーマップを作成した。本年度事業における定量ア
ンケート、ヒアリング調査結果をもとに、上段に行動過程や必要とされる情報を記載。それに対応す
る理想的なタッチポイントの例を下段に配置した。

（２）ジャーニーマップの要素

・過程（フェーズ）：認知・関心・理解・検討・行動の各フェーズについて、特許庁公開情報調査時
の事務局定義を引用した。

・行動：個別企業ヒアリング結果のうち、行動過程に関する回答結果を参考とした。必要とされる情
報：個別企業の回答（定量アンケート）のうち、行動過程に関する回答肢を引用した。

・対応するタッチポイント：特許庁、経産局、INPITの保有チャネルを、行動過程を踏まえて理想的な
ものを例として配置した。

なお、ジャーニーマップの赤字は不足している可能性が高いタッチポイント及び施策で、今後強化す
ることが望ましい例として記載した。
太字は、各ジャーニーマップの特徴的なポイントを表す。
支援機関とは、特許庁以外の公的機関や自治体、中小企業の経営支援を担う団体等（弁護士会、弁理
士会、商工会議所、金融機関等）を指す。

（３）各ジャー二―マップのポイント

【象限１（緊要性・必要性が高く、知財リテラシーが低い） 】
・フェーズ進行のスピード：比較的速い
・特許庁（経産局、INPIT含む）の接触頻度：理解フェーズから積極的な関与が必要
・行動の特徴：権利侵害事例を見聞きし、権利保護の必要性を認識。その後は速やかに様々な検索行

動をとる。
・必要とされる情報：ビジネス機会損失の大きさなど知財取得に関する費用対効果、フェーズの比較

的早い段階で支援情報の提供が必要。
・対応するタッチポイント：外部メディア等による各認知・アテンション施策、検索受け皿としての

HP、理解フェーズにおける支援策の案内やメルマガ登録。
・アクションのポイント：次のフェーズに進むための動線設計。SEO対策やメルマガリストの獲得及

び運用、イベントでの支援策案内。

【象限２（緊要性・必要性が低く、知財リテラシーが低い） 】
・フェーズ進行のスピード：比較的遅い
・特許庁（経産局、INPIT含む）の接触頻度：検討フェーズでより頻回な関与が必要
・行動の特徴：認知段階では漠然と認識しており、その後自社の業績拡大に向けた新規事業開発など

のタイミングに合わせてようやく検討、具体的な探索を始める。
・必要とされる情報：初期は知財に限らず、広く一般的な支援情報を探す。検討フェーズではメルマ

ガで多様・多層な情報提供が必要。
・対応するタッチポイント：支援機関による各認知・アテンション施策、支援機関のHP、メルマガ。
・アクションのポイント：支援機関による施策の質・量向上、支援機関のHPからの動線設計。理解・

検討フェーズでそれぞれのニーズに即した多様な情報提供。
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Ⅴ．ジャーニーマップ

２．ペルソナの策定

ペ
ル
ソ
ナ
分
類

知財の実務経験なし。模倣品の出現により、本来自社が持つべき権利が侵害されている等の認
識を持ち、知財取得の緊要性・必要性が高い。
「情報が届きにくい小規模企業」のうち、「知財リテラシー」が低く、「知財活用の緊要性・
必要性」が高いグループに属する企業。

ペ
ル
ソ
ナ
像

地域伝統衣装や雑貨等の卸売・小売、及び自社オリジナル製品の
販売を行う。従業員は代表者のみで、必要業務は
現在アウトソースを行っているが業務拡大に向け中核人材の採
用・育成が課題。
自社オリジナル製品で知財の取得（意匠・商標、実用新案）を検
討中だが具体的なアクションには未着手。
自治体や商工会議所等のネットワークに積極的に参加し情報を得
る。補助金や助成金等の情報を常時収集し、SNS等で情報収集を
行う。

（イメージ画像出所：一財・沖縄観光コンベンションビュー
ロー）

企
業
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

業種 卸売・小売業 （ただし、自社製品の開発・販売を行う）

具体的な商品サービス 衣類・雑貨等の卸売、自社オリジナル製品販売

設立年 2004年

抱えている業務課題 産地偽装品の根絶、人材育成

目標・ビジョン 地域の伝統文化を次世代につなぐこと

地域 都市圏以外（沖縄）

担
当
者
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

役職 代表取締役社長

業務経験
高校で染色を学び、進学後に出身地の染め織物の魅力に気付き
2004年に企業。コロナ前は伝統衣装の製造・販売中心。
高額商品のためレンタル希望があり、現在はレンタルを提供。

日常業務での情報収集方法
都道府県の支
援
（よろず支援）

商工会議所
（メルマガ）

中小機構
（メルマガ）

YouTube（中小企
業診断士、社労士、
公認会計士）

日常業務での相談先
商工会・商工
会議所

よろず相談拠
点

象限１：緊要性・必要性高/知財リテラシー低
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Ⅴ．ジャーニーマップ

ペ
ル
ソ
ナ
分
類

知財の実務経験がない。今のところ知財取得は必須ではないという認識だが、事業の多角化な
ど将来を見据えた際に知財取得・活用の可能性がある。
「情報が届きにくい小規模企業」のうち、「知財リテラシー」が低く、「知財活用の緊要性・
必要性」が現状低いグループ。

ペ
ル
ソ
ナ
像

製造メーカーの下請けとして金属の精密加工、金属くずのリサイ
クルを行う。シェア拡大や新規受注につなげるため、新たに金属
加工機械を開発・事業化を狙っている。
地域金融機関などの開催するリアルイベントで情報収集をする。
キーワード検索等でインターネット記事や専門家のYouTubeチャ
ンネルより最新情報を入手するが、人員不足で様々な業務を兼務
し繁忙しているため、スピード感のある業務推進が課題。

（イメージ画像出所：生成AI）

企
業
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

業種 金属製品製造業

具体的な商品サービス 金属くずのリサイクル、金属の精密加工、加工品運搬の業務請負

設立年 2019年

抱えている業務課題
新たに開発する金属加工機械の事業化、全国的な展開。事業の多
角化（金属加工以外も含む）

目標・ビジョン
地球環境を守る為、資源を大切にして持続可能な社会の実現を目
指すこと

地域 関東地方（茨城県）

担
当
者
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

役職 営業、総務、経営企画等を兼務

業務経験
大手製造メーカー勤務後、下請け先である同企業に入社して３年
目。新規事業として金属加工機械の開発を進める。

日常業務での情報収集方法 インターネット記事
（キーワード検索）

地域金融機関
（ビジネスマッチング）

その他メルマガ
（M&A、空き家物件等）

日常業務での相談先 地域金融機関

象限２：緊要性・必要性低/知財リテラシー低
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Ⅴ．ジャーニーマップ

ペ
ル
ソ
ナ
分
類

知財の実務経験あり。取り扱う商材の性質や顧客との取引等において、知財の取得が求められ
る状況との認識。
「情報が届きにくい小規模企業」のうち、「知財リテラシー」が高く、「知財活用の緊要性・
必要性」が高いグループに属する企業。

ペ
ル
ソ
ナ
像

吸入剤などの医薬品・医療機器の開発・製造を行う。
アメリカ、ヨーロッパなどの海外企業企業を中心に販路を広げて
いる。
医薬品・医療機器という製品の特性上、開発する以上は権利取得
は必須である状況。医療関係の事業を行う会社の
研究開発部門が独立する形で設立してからまだ10年程度であり、
開発案件を早期に事業化させていくことが課題。
知的財産関連の情報収集では、WEBでの文献調査、特許事務所
への依頼、J-platpat、JETROのウェブ相談など幅広く活用してい
る。
（イメージ画像出所：生成AI）

企
業
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

業種 医薬品製造業

具体的な商品サービス 医薬品・医療機器の開発・製造

設立年 2012年

抱えている業務課題
取得した知財の早期の事業化とプロジェクト推進に関わる人員の
不足

目標・ビジョン 最先端の技術で患者の生活の質を向上させる製品を提供すること

地域 関東地方（東京都）

担
当
者
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

役職 開発部門の責任者

業務経験
大学の研究所、大学発ベンチャー企業等で知財の取得を経験し、
同社に参画。
複数プロジェクトの開発・事業化を取りまとめる。

日常業務での情報収集方法 インターネット記事
（キーワード検索）

その他メルマガ

日常業務での相談先 JETRO 特許事務所

【参考】象限３：緊要性・必要性高/知財リテラシー高
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Ⅴ．ジャーニーマップ

ペ
ル
ソ
ナ
分
類

知財の実務経験あり。担当者の前職実務経験等により知財のリテラシーは高いが、取り扱う商
材の特性上は知財取得の緊要性・必要性は高くない認識。
「情報が届きにくい小規模企業」のうち、「知財リテラシー」が高く、「知財活用の緊要性・
必要性」が低いグループに属する企業。

ペ
ル
ソ
ナ
像

LED照明装置の製造・販売を行う企業。開発した製品を展示会に
出品し、メーカーと直接の取引関係を構築している。
社長は大手家電メーカーで照明の開発部門を経て独立。当時のノ
ウハウを活かし、特許、意匠、商標等複数の知的財産を取得。
知的財産は取得したものの、効果的な活用方法には課題あり。
J-platpatや弁理士経由での情報収集のほか、業界団体、商工会議
所等のセミナーなども活用している。

（イメージ画像出所：環境省屋外照明のスマートライティング
化）

企
業
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

業種 電気機械器具製造業

具体的な商品サービス LED照明装置製造・販売

設立年 2013年

抱えている業務課題 技術力はあるが、要員面から営業力が弱いこと。

目標・ビジョン
長寿命かつ低コストのエネルギーソリューションを提供し、社会
に貢献すること

地域 関西地方（京都府）

担
当
者
ペ
ル
ソ
ナ

（
個
社
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
参
考
）

役職 社長

業務経験 社長は大手家電メーカーで照明の商品開発部門を経て同社を創業。

日常業務での情報収集方法 メルマガ
（商工会議所、業界団体）

セミナー
（商工会議所、業界団体）

日常業務での相談先 地域金融機関 商工会議所

【参考】象限４：緊要性・必要性低/知財リテラシー高
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Ⅴ．ジャーニーマップ

ジャーニーマップ① 緊要性・必要性が高い認識（象限１）

３．ジャーニーマップの策定
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検

討
行
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特
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や
商

標
を

は
じ
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と
す

る
知

的
財

産

権
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つ
い

て
認

知
す

る

知
的

財
産

権
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つ
い

て
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社
と
の

関
わ

り
等

関
心

を
持

つ

知
的

財
産

権
の

重
要

性
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要

性
等

理

解
を

深
め

る

知
的

財
産

権
の

所
有

や
保

護
に

向
け

た
具

体
的

行
動
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検
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す
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門

家
派

遣
や
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金
等
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許
庁
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援
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す
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行
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事
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権
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つ
い
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索
、

省
庁
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P
や

専
門

家
の

記
事

な
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を
調

べ
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社
の

状
況
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し
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討

を
す
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事

例
を

調
べ

る
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談
窓

口
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ど
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べ
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窓

口
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、
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体
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方

法
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検
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す
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専

門
家

派
遣

の
申
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を

行
う

・
補

助
金

の
申

請
を

行
う
　

等

特
徴

企
業

経
営

全
般

に
関

す
る

情
報

知
財

に
関

す
る

一
般

的
な

情
報

自
社

事
業

の
検

討
に

必
要

な
情

報
実

現
可

能
性

を
高

め
る

た
め

の
情

報

内
容

・
ビ

ジ
ネ

ス
機

会
損

失
、

業
績

向
上

に
関

す
る

話
題

・
自

社
の

目
標

と
す

る
企

業
や

、
身

近
な

企
業

事
例

・
知

財
の

種
類

や
違

い
、

活
用

方
法

・
活

用
の

成
功

事
例

・
所

有
メ

リ
ッ
ト
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有
し

な
い

リ
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・
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合
他
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の

取
組

状
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事

例
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ッ
ト
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リ
ッ
ト

の
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に
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け
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方
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査
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重
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ジ
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モ

デ
ル
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複
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ー
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デ
ル
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可
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査
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事
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中

特
徴

認
知

・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

施
策

プ
ッ
シ

ュ
型

施
策
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個

別
に

届
け

る
）
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支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
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援
機
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等
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催

の
イ

ベ
ン

ト
等

に
よ
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発

信
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支

援
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関
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報
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援
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デ
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ニ
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】
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が
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イ
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許
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融
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ー
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ー
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ン
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ク
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ン
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概
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①
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テ
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ン
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と
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③
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携
策

●
広

報
活

動

（
各

ニ
ュ

ー
ス

メ
デ

ィ
ア

、
専

門
家

等
）

●
教

育
啓

発
活

動

●
H

P
運

用
、

改
善

- S
E
O

対
策

（
記

事
作

成
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等

の
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ッ
プ

分
析

●
S
N

S
運

用

- 閲
覧

数
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フ
ォ

ロ
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ー
分
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と
対
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P
運
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改
善
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庁

チ
ャ

ネ
ル

を
活

用
し

た
リ
ス

ト
獲

得
策
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イ

ベ
ン

ト
等

の
タ

ッ
チ

ポ
イ

ン
ト

で
の

メ
ル

マ
ガ

登
録
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援
施

策
案

内
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タ
ロ

グ
等
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オ

ン
ラ

イ
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化
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接

触
し

た
企

業
に

合
わ

せ
た

情
報
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ル
案
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文
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書

き
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け
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程
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検
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認
知

関
心

理
解

検
討

行
動

特
許

や
商

標
を
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じ

め
と
す

る
知

的
財

産

権
に

つ
い
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認

知
す
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財
産

権
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つ
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社
と
の

関
わ

り
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関
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を
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知
的

財
産

権
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重
要

性
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必
要

性
等

理

解
を

深
め

る

知
的

財
産

権
の
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有

や
保

護
に

向
け

た
具

体
的

行
動

を
検

討
す

る

専
門

家
派

遣
や

補
助

金
等

の
特

許
庁

支

援
施

策
を

活
用

す
る

行
動

内
容
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ビ

ジ
ネ

ス
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専
門

家
の

動
画

で
情

報
収

集
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経

営
セ

ミ
ナ

ー
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イ
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ン
ト

へ
の

定
期

参
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知
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を
活

用
す

る
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業
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こ
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を

、
漠

然
と

知
る
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新

規
事

業
創

出
等

に
関

す
る
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内

検
討

を

は
じ

め
る
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競

合
他

社
の

取
り
組

み
や

、
補

助
金

等
の

支

援
情

報
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つ
い

て
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広
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調

査
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行
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財
活
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調

べ
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財
活
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イ

ベ
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ト
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め
る
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ル
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め
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談
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し
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に

情
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収
集
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行

う
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専

門
家

派
遣

の
申

請
を

行
う

・
補

助
金

の
申

請
を

行
う
　

等

特
徴

企
業

経
営

全
般
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関

す
る

情
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財

に
関

す
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般
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な

情
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事
業
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検

討
に
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な
情

報
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現
可

能
性
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め
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た
め

の
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ネ

ス
機
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損
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業
績

向
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に
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す
る
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社
の
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と
す
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企
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な
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の
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組
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況
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に
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助
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成
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事
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所

有
メ

リ
ッ
ト
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な
い

リ
ス

ク
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財
の

種
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違

い
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方
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メ
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ッ
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デ
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ッ
ト
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い
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方
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け

る
取

組
方

法

・
調

査
の

重
要

性

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

と
の

整
合

性

・
補

助
金

、
相

談
窓

口

・
社

内
の

推
進

体
制

・
競

合
商

品
・
サ

ー
ビ

ス

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

の
実

現
可

能
性

・
外

部
の

相
談

窓
口

（
専

門
の

弁
理

士
）

低
中

高
最

高

特
徴

認
知

・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

施
策

プ
ッ
シ

ュ
型

施
策

（
個

別
に

届
け

る
）

・
支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
支

援
機

関
等

主
催
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デ
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ニ
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が
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ト
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･
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許
庁
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ｰ
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専
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融
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等
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ル
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e
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テ
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産
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ー
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に
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別
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ア
ク

シ
ョ
ン
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概
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①
認
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ア

テ
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③
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携
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ジャーニーマップ② 緊要性・必要性が低い認識（象限２）
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検
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性
や

必
要

性
等

理

解
を

深
め

る

知
的

財
産

権
の

所
有

や
保

護
に

向
け

た
具

体
的

行
動

を
検

討
す

る

専
門

家
派

遣
や

補
助

金
等

の
特

許
庁

支

援
施

策
を

活
用

す
る

行
動

内
容

・
権

利
侵

害
事

例
ニ

ュ
ー

ス
（

産
地

偽
装

等
）

を
見

聞
き

し
、

権
利

保
護

の
必

要
性

を
認

識
す

る

・
権

利
保

護
に

つ
い

て
検

索
、

省
庁

の
H

P
や

専
門

家
の

記
事

な
ど

を
調

べ
る

・
自

社
の

状
況

に
即

し
た

検
討

を
す

る
た

め
類

似
事

例
を

調
べ

る

・
相

談
窓

口
な

ど
を

調
べ

る

・
無

料
相

談
窓

口
な

ど
で

、
具

体
的

な
方

法
を

検
討

す
る

・
専

門
家

派
遣

の
申

請
を

行
う

・
補

助
金

の
申

請
を

行
う
　

等

特
徴

企
業

経
営

全
般

に
関

す
る

情
報

知
財

に
関

す
る

一
般

的
な

情
報

自
社

事
業

の
検

討
に

必
要

な
情

報
実

現
可

能
性

を
高

め
る

た
め

の
情

報

内
容

・
ビ

ジ
ネ

ス
機

会
損

失
、

業
績

向
上

に
関

す
る

話
題

・
自

社
の

目
標

と
す

る
企

業
や

、
身

近
な

企
業

事
例

・
知

財
の

種
類

や
違

い
、

活
用

方
法

・
活

用
の

成
功

事
例

・
所

有
メ

リ
ッ
ト

・
所

有
し

な
い

リ
ス

ク

・
競

合
他

社
の

取
組

状
況

・
調

査
・
出

願
事

例

・
メ

リ
ッ
ト

デ
メ

リ
ッ
ト

の
洗

い
出

し
方

法

・
経

営
に

お
け

る
取

組
方

法

・
調

査
の

重
要

性

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

と
の

整
合

性

・
競

合
他

社
の

取
組

状
況

（
重

複
）

・
補

助
金

、
相

談
窓

口

・
社

内
の

推
進

体
制

・
外

部
の

専
門

家

・
競

合
商

品
・
サ

ー
ビ

ス

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

の
実

現
可

能
性

・
調

査
・
出

願
事

例
（

重
複

）

低
中

特
徴

認
知

・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

施
策

プ
ッ
シ

ュ
型

施
策

（
個

別
に

届
け

る
）

・
支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
支

援
機

関
等

主
催

の
イ

ベ
ン

ト
等

に
よ

る
発

信

･
支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
支

援
機

関
等

の
H

P
、

特
許

庁
H

P
等

誘
導

【
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

】

・
特

許
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

・
つ

な
が

る
特

許
庁

（
各

地
イ

ベ
ン

ト
）

※
終

了

・
個

別
知

財
セ

ミ
ナ

ー

　

ア
ク

シ
ョ
ン

例

（
詳

細
別

途
）

ア
ク

シ
ョ
ン

の
概

要

①
認

知
・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

策

②
行

動
分

析
と
対

策

③
継

続
的

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン

●
支

援
機

関
と

の
連

携
策

●
広

報
活

動

（
各

ニ
ュ

ー
ス

メ
デ

ィ
ア

、
専

門
家

等
）

●
教

育
啓

発
活

動

●
H

P
運

用
、

改
善

- S
E
O

対
策

（
記

事
作

成
、

キ
ー

ワ
ー

ド
）

- 流
入

経
緯

・
離

脱
等

の
分

析

- ヒ
ー

ト
マ

ッ
プ

分
析

●
S
N

S
運

用

- 閲
覧

数
や

フ
ォ

ロ
ワ

ー
分

析
と
対

策

●
H

P
運

用
、

改
善

●
特

許
庁

チ
ャ

ネ
ル

を
活

用
し

た
リ
ス

ト
獲

得
策

●
イ

ベ
ン

ト
等

の
タ

ッ
チ

ポ
イ

ン
ト

で
の

メ
ル

マ
ガ

登
録

、
支

援
施

策
案

内

●
カ

タ
ロ

グ
等

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化

●
接

触
し

た
企

業
に

合
わ

せ
た

情
報

提
供

-メ
ー

ル
案

内
文

の
書

き
分

け

-定
期

的
な

ニ
ー

ズ
把

握
に

よ
る

再
分

類

対
応

す
る

タ
ッ

チ
ポ

イ
ン

ト

プ
ル

型
施

策
（

検
索

行
動

に
備

え
る

）

特
許

庁
（

経
産

局

/IN
P
IT

）
チ

ャ
ネ

ル

過
程

（
フ
ェ
ー

ズ
）

必
要

と
さ

れ
る

情
報

特
許

庁
等

の
接

触
頻

度
高

【参考】個社ヒアリングを踏まえた現状マップ① 緊要性・必要性が高い認識（象限１）
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Ⅴ．ジャーニーマップ

【参考】個社ヒアリングを踏まえた現状マップ② 緊要性・必要性が低い認識（象限２）

認
知

関
心

理
解

検
討

行
動

特
許

や
商

標
を

は
じ

め
と
す

る
知

的
財

産

権
に

つ
い

て
認

知
す

る

知
的

財
産

権
に

つ
い

て
自

社
と
の

関
わ

り
等

関
心

を
持

つ

知
的

財
産

権
の

重
要

性
や

必
要

性
等

理

解
を

深
め

る

知
的

財
産

権
の

所
有

や
保

護
に

向
け

た
具

体
的

行
動

を
検

討
す

る

専
門

家
派

遣
や

補
助

金
等

の
特

許
庁

支

援
施

策
を

活
用

す
る

行
動

内
容

・
ビ

ジ
ネ

ス
系

専
門

家
の

動
画

で
情

報
収

集

・
経

営
セ

ミ
ナ

ー
、

イ
ベ

ン
ト

へ
の

定
期

参
加

知
財

を
活

用
す

る
企

業
が

あ
る

こ
と
を

、
漠

然
と

知
る

・
新

規
事

業
創

出
等

に
関

す
る

社
内

検
討

を

は
じ

め
る

。

・
競

合
他

社
の

取
り
組

み
や

、
補

助
金

等
の

支

援
情

報
 に

つ
い

て
、

広
く
調

査
を

行
う

・
知

財
活

用
に

つ
い

て
調

べ
る

・
知

財
活

用
に

関
す

る
イ

ベ
ン

ト
等

に
参

加
し

、

理
解

を
深

め
る

・
オ

ン
ラ

イ
ン

ツ
ー

ル
で

理
解

を
深

め
る

・
無

料
相

談
窓

口
に

相
談

・
メ

ル
マ

ガ
に

登
録

し
定

期
的

に

情
報

収
集

を
行

う

・
専

門
家

派
遣

の
申

請
を

行
う

・
補

助
金

の
申

請
を

行
う
　

等

特
徴

企
業

経
営

全
般

に
関

す
る

情
報

知
財

に
関

す
る

一
般

的
な

情
報

自
社

事
業

の
検

討
に

必
要

な
情

報
実

現
可

能
性

を
高

め
る

た
め

の
情

報

内
容

・
ビ

ジ
ネ

ス
機

会
損

失
、

業
績

向
上

に
関

す
る

話
題

・
自

社
の

目
標

と
す

る
企

業
や

、
身

近
な

企
業

の
事

例

・
競

合
他

社
の

取
組

状
況

・
（

知
財

に
限

ら
な

い
）

補
助

金
、

相
談

窓
口

・
活

用
の

成
功

事
例

・
所

有
メ

リ
ッ
ト

・
所

有
し

な
い

リ
ス

ク

・
知

財
の

種
類

や
違

い
、

活
用

方
法

・
メ

リ
ッ
ト

や
デ

メ
リ
ッ
ト

の
洗

い
出

し
の

方
法

・
経

営
に

お
け

る
取

組
方

法

・
調

査
の

重
要

性

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

と
の

整
合

性

・
補

助
金

、
相

談
窓

口

・
社

内
の

推
進

体
制

・
競

合
商

品
・
サ

ー
ビ

ス

・
ビ

ジ
ネ

ス
モ

デ
ル

の
実

現
可

能
性

・
外

部
の

相
談

窓
口

（
専

門
の

弁
理

士
）

低
中

特
徴

認
知

・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

施
策

プ
ッ
シ

ュ
型

施
策

（
個

別
に

届
け

る
）

・
支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
支

援
機

関
等

主
催

の
イ

ベ
ン

ト
等

に
よ

る
発

信

･
支

援
機

関
か

ら
の

情
報

発
信

ー
支

援
機

関
等

の
H

P
、

特
許

庁
H

P
等

誘
導

【
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

】

・
特

許
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

・
つ

な
が

る
特

許
庁

（
各

地
イ

ベ
ン

ト
）

※
終

了

　

ア
ク

シ
ョ
ン

例

（
詳

細
別

途
）

ア
ク

シ
ョ
ン

の
概

要

①
認

知
・
ア

テ
ン

シ
ョ
ン

策

②
行

動
分

析
と
対

策

③
継

続
的

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン

●
支

援
機

関
と

の
連

携
策

●
広

報
活

動

（
各

ニ
ュ

ー
ス

メ
デ

ィ
ア

、
専

門
家

等
）

●
教

育
啓

発
活

動

●
H

P
運

用
、

改
善

- S
E
O

対
策

（
記

事
作

成
、

キ
ー

ワ
ー

ド
）

- 流
入

経
緯

・
離

脱
等

の
分

析

- ヒ
ー

ト
マ

ッ
プ

分
析

●
S
N

S
運

用

- 閲
覧

数
や

フ
ォ

ロ
ワ

ー
分

析
と
対

策

●
H

P
運

用
、

改
善

●
特

許
庁

チ
ャ

ネ
ル

を
活

用
し

た
リ
ス

ト
獲

得
策

●
イ

ベ
ン

ト
等

の
タ

ッ
チ

ポ
イ

ン
ト

で
の

メ
ル

マ
ガ

登
録

、
支

援
施

策
案

内

●
カ

タ
ロ

グ
等

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化

●
接

触
し

た
企

業
に

合
わ

せ
た

情
報

提
供

-メ
ー

ル
案

内
文

の
書

き
分

け

-定
期

的
な

ニ
ー

ズ
把

握
に

よ
る

再
分

類

対
応

す
る

タ
ッ

チ
ポ

イ
ン

ト

プ
ル

型
施

策
（

検
索

行
動

に
備

え
る

）

特
許

庁
（

経
産

局

/IN
P
IT

）
チ

ャ
ネ

ル

過
程

（
フ
ェ
ー

ズ
）

必
要

と
さ

れ
る

情
報

特
許

庁
等

の
接

触
頻

度
高
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Ⅵ．アクションプラン

１．アクションプランの概要

（注）必要とされるタッチポイントの多い象限２を提示

各種調査から導きだした前述のジャーニーマップに基づき、アクションプランを策定する。
策定にあたっては、大きく3つの方針のもとプランニングを進めていく。

２．アクションプラン策定の方針

（１）認知・アテンション施策
特許庁の支援施策の認知、アテンションを獲得するための施策の強化を行う。

①特許庁支援機関、その他との連携による情報発信
②特許庁支援施策のメディア連携（広報活用）

（２）行動分析と対応施策（SEOとコンテンツ最適化)
重要タッチポイント“特許庁ホームページ”へ効果的誘導とその後の運用改善を行う。

①SEO（検索エンジン対策）によるHPへの誘引と運用による改善

②UI（ユーザー接点）/UX（ユーザー体験）に配慮したサイト内コンテンツの最適化
③パンフレットやSNS等、各種ツールのオンライン上での有効活用等
④「つながる特許庁」への理解と参加意識の向上

（３）継続的なコミュニケーション施策
継続的な情報の提供が可能な関係づくりによる関心、理解への引き上げを図る。

①メール配信サービス、メルマガ登録の強化によるリストの取得
②「つながる特許庁」でのリスト獲得とメルマガ細分化による精読率の向上

認知 関心 理解 検討 行動

特許や商標をはじめとする知的財産

権について認知する

知的財産権について自社との関わり等

関心を持つ

知的財産権の重要性や必要性等理

解を深める

知的財産権の所有や保護に向けた具

体的行動を検討する

専門家派遣や補助金等の特許庁支

援施策を活用する

行動 内容

・ビジネス系専門家の動画で情報収集

・経営セミナー、イベントへの定期参加

知財を活用する企業があることを、漠然と

知る

・新規事業創出等に関する社内検討を

はじめる。

・競合他社の取り組みや、補助金等の支

援情報 について、広く調査を行う

・知財活用について調べる

・知財活用に関するイベント等に参加し、

理解を深める

・オンラインツールで理解を深める

・無料相談窓口に相談

・メルマガに登録し定期的に

情報収集を行う

・専門家派遣の申請を行う

・補助金の申請を行う　等

特徴 企業経営全般に関する情報 知財に関する一般的な情報 自社事業の検討に必要な情報 実現可能性を高めるための情報

内容

・ビジネス機会損失、業績向上に関する

話題

・自社の目標とする企業や、身近な企業

の事例

・競合他社の取組状況

・（知財に限らない）補助金、相談窓口

・活用の成功事例

・所有メリット

・所有しないリスク

・知財の種類や違い、活用方法

・メリットやデメリットの洗い出しの方法

・経営における取組方法

・調査の重要性

・ビジネスモデルとの整合性

・補助金、相談窓口

・社内の推進体制

・競合商品・サービス

・ビジネスモデルの実現可能性

・外部の相談窓口（専門の弁理士）

低 中 高 最高

特徴 認知・アテンション施策 プッシュ型施策（個別に届ける）

・支援機関からの情報発信

ー支援機関等主催のイベント等による発

信

･支援機関からの情報発信

ー支援機関等のHP、特許庁HP等誘導

･特許庁の広報施策等による

ｰマスメディア、WEBメディア等のニュース記

事露出

【ホームページ等】

・特許庁ホームページ

・INPITホームページ

・知財総合支援窓口　知財ポータル

【プラットフォーム等】

・特許情報プラットフォーム

(J-PlatPat)

・つながる特許庁（各地イベント）

･特許庁の広報施策等による

ｰ外部専門家、インフルエンサーのSNS露

出 等

ー商工会、金融機関からのクチコミ指南

【SNS等】

・SNS（特許庁、経産局）

・動画チャンネル（JPO Channel・JPO

ちゅーぶ）

【学習コンテンツ等】

・知的財産制度説明会（WEB）

・各種知財セミナー

・IP ePlat（オンライン学習）

・広報誌「とっきょ」

・カタログ・パンフレット

　　　　 　　　　　　　・知財相談会

　　　　　　　　　　　 ・個別ニーズに即

                           した情報提供

アクション例

（詳細別途）

アクションの概要

①認知・アテンション策

②行動分析と対策

③継続的なコミュニケーショ

ン

●支援機関との連携策

●広報活動

（各ニュースメディア、専門家等）

●教育啓発活動

●HP運用、改善

- SEO対策（記事作成、キーワード選

定）

- 流入経緯・離脱等の分析と対策

- ヒートマップ分析

●SNS運用

- 閲覧数やフォロワー分析と対策

●HP運用、改善

●特許庁チャネルを活用したリスト獲得

策

●イベント等のタッチポイントでの

メルマガ登録強化、支援施策案内

●カタログ等のオンライン化

●接触した企業に合わせた情報提供

-メール案内文の書き分け

-定期的なニーズ把握による再分類

過程（フェーズ）

必要とされる

情報

対応する

タッチポイント

プル型施策（検索行動に備える）

特許庁（経産局

/INPIT）チャネル

特許庁等の接触頻度

メルマガ

登録

メルマガに

よる誘導
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３．アクションプランの策定

（１）認知・アテンション施策

特許庁の支援施策の認知、アテンションを獲得するための施策の強化を行う。
支援機関をはじめ外部との連携により、情報が流通しやすい環境を創出する。

①特許庁支援機関、その他との連携と情報発信

地域の商工会や地域振興センター、金融機関など中小企業の情報源であり相談先でもある各地支援
機関との連携強化により、支援機関のホームページやイベント等で、特許庁の支援施策が発信される
環境づくりを行う。同時に日常的な相談窓口などのコミュニケーションの場でも支援策が紹介されや
すいよう告知素材やツール提供などを行い、認知を図る必要がある。

例えば、「つながる特許庁」イベント施策では、支援機関との連携を深め、告知チラシの設置・配
布、各企業や団体でのオンライン用告知素材提供など、紹介されやすいコンタクトポイントを増やす
ことがあげられる。

●金融機関との連携
金融機関はメガバンク以外にも地方銀行、信用金庫など中小企業の経営支援に積極的であり、中小

企業との接点も多い。地方銀行・信用金庫に対して特許の重要性、メリットとリスクをご案内いただ
けるような環境づくりの働きかけを行う。そのための金融機関向けの事例を交えた勉強会の開催など、
より理解を促進し、推奨しやすい環境づくりを行う。

●税理士、弁護士への理解促進
中小企業の接触頻度の高い相談相手である税理士や弁護士。しかしながら知財に関する理解度が浅

い専門家も存在し、中小企業からの相談に適切な回答ができない場面が生じていることも推察される。
税理士や弁護士に向けたセミナーやコンテンツを設けることで、彼らの理解を深め、特許庁の支援施
策が推奨される環境を作る。知財のメリットとデメリットなど具体的な事例をまじえた内容が望まし
いと推察する。

●公的機関との連携
中小企業が事業推進をするうえで模倣品の問題など、障壁や課題に直面することは多い。こうした

障壁や課題に対して認知理解、支援サービスを行っている公的機関もあるものの、特許庁との連携は
一般には連想しにくい。例えばホームページ上にリンクを設けることで、知財そのものへの知識、理
解促進に役立てるような働きかけを行う。

●他省庁との連携
オンライン上では、知財取引に関するガイドラインなどを掲載している他省庁のホームページも存

在しているが、中小企業にとっては特許庁との連携は連想しにくく、バナーなども見受けられない。
ホームページ上にリンクを設けるなど、知財に関する知識、理解促進につながるよう働きかけを行う。

●「経営と知財」専門家との連携
経営に関する専門家との連携。現在は知財自体は意識していないが、企業課題としては知財を活用

することで課題解決につながるケースも想定される。例えば、知財リテラシーの比較的低い層に向け
たメリットやデメリットの訴求では、「逸失利益」「事業損出」「機会損出」など、リスクに関する
知識を得たくなるコンテンツの制作、および適所への配置により意識づけを図ることが可能になる。
また、「スタートアップ」「M&A」「事業承継」など、より身近で課題感の強いテーマと連動するコ
ンテンツの作成も、ターゲットへの知財の認知度を上げるうえで検討する価値がある。
（例：「スタートアップ３年目からの差別化（知財）」「M&Aと知財」「事業承継×知財」など）
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②特許庁支援施策のメディア連携（広報活用）

特許庁の支援施策について、支援機関と連携した施策がマスメディアやWEBメディア等に記事露出
しやすくするよう広報面の強化を図る。特許庁内の有益な情報、例えば企業事例などを整理・蓄積し、
メディア等に提供できる体制を構築・発信する等、メディアが特許庁の情報を取り上げやすい環境を
作る。PR会社との連携により、個別のメディアとの関係づくり、掲載に向けた働きかけを行うことも
ひとつの手法である。

●ビジネス系メディアとの関係づくり
多くのビジネスマンにとって事業に関連した、役立つ情報であれば取り上げるに値する価値ある情

報とみなされる。特許庁の成功事例あるいは失敗事例、具体的なメリットとリスクなどをデータベー
スとして整備する。定期的な情報配信のほか、特許関連のテーマ検討時などのメディアからの問合せ
に応え得る体制づくりを検討する。

●タイムリーな情報提供による関係づくり
事件や従来とは異なる出来事が発生することで、知財や特許に関する報道、ニュースが流れ、期せ

ずして知財への関心が社会的に高まることがある。人々の意識が知財や特許に向かう機会をチャンス
ととらえ、メディアに対してタイムリーな情報発信を行うことで、一時的に知財に向いた人々の意識
を喚起する二次的な情報の露出を狙うことができる。データベースからの関連情報の配信、また可能
であれば解説や見解などをいち早く提供することで、タイムリーな露出が生まれ、ホームページへア
クセスされやすい環境を創出する。

●インフルエンサーとの連携
外部専門家、信頼のおけるインフルエンサーとの連携を図ることで、知財に関する認知やアテン

ションの幅を広げる。彼らを対象に、知財に関する最新情報や支援施策の理解、中小企業への紹介の
切り口、伝え方などをテーマとしたイベントや研修会を開催する。例えば、イベントでは各専門家が
自分のSNSなどに展開しやすい内容や素材を提供することで、取り上げたくなる効果を狙い、アテン
ションの増幅を図る。インフルエンサーの人選は慎重を期すべきではあるが、今回のヒアリングでは
YouTubeの動画コンテンツから情報を得るという声も散見され、今後の認知手段として意識する必要
がある。
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（２）行動分析と対応施策（SEOとコンテンツ最適化)

①SEO（検索エンジン対策）による HPへの誘引と運用による改善

今回のヒアリング調査でも情報を探す際にはまず検索する、という回答が多くみられた。検索エ
ンジンの検索結果で上位表示されるサイトはアクセスされやすく、知財情報を求める中小企業に正
しく適切な知財情報を提供するうえで欠かせない対策といえる。

検索エンジンに特許庁ホームページを認識させ、知財情報を求める中小企業に適切な情報を届け、
興味や疑問に応えることが、認知から理解のステップに進むきっかけとして重要と考える。

●検索エンジン経由の来場者の把握
現在、検索エンジンで一般的に検索されている知財関連の検索ワードを抽出し、検索ワードごと

のアクセス状況を確認。検索結果で上位表示されやすくする施策を実施する。
例えば、検索数が多く重要な知財関連ワードにもかかわらず、特許庁ホームページが上位表示さ

れていない検索ワードを対象にSEOを行うことにより、効果的にホームページへ誘引する。

有料広告エリア

SEOエリア
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②UI/UXに配慮したサイト内コンテンツの最適化

●アクセス・閲覧状況の把握

関心、理解、検討の各フェーズで、ホームページがよりアクセスしやすく、求める情報を得やすい、
分かりやすい構造、内容になっているか、中小企業視点で検証を繰り返すことで、最適化を図ること
ができる。ホームページへのアクセス動向、フィードバックを把握することで改善点や課題を見つけ、
改善を図る。ホームページ最適化の運用にあたって、まずは現状把握のため、ホームページを訪れる
数や行動を把握して分析を行う。

例えばいつ、どれだけ、訪問されているか、どんなページを見ているか、どんな行動をしているか
等の調査を実施。把握にあたっては、サイト分析ツールやSEOツールなどを使用してデータを収集し、
集計・分析レポートを作成、分析を行い改善に役立てる。

ツール運用にあたっては、アクセス状況、訪問者数、該当ページの閲覧、登録者数、離脱率等を計
測。その数値をもとにKPIを設定し、改善→把握を繰り返し、ユーザーインターフェイスの最適化を
図る。

●訪問者数向上：SEO対策、連携先団体からのアクセス検証
●閲覧状況向上：ユーザーインターフェイスやユーザーエクスペリエンス改善、ABテストに

よる検証等

仮設だての検証項目例

①流入元

②アクセス数、ユニークユーザー数

③滞在時間

④直帰率

⑤ページビュー数

⑥主要ページ遷移数（要設定）

⑦パンフレット等ダウンロード数

⑧メールマガジン登録者数

⑨SNS、関連外部サイトへの遷移数

⓾離脱率、離脱ページ

⑪サイト上の行動把握（ヒートマップ）

⑫SNSの閲覧数、フォロワー分析
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②UI/UXに配慮したサイト内コンテンツの最適化（続き）

ホームページ上のコンテンツの整理、充実化を図ることで、主要キーワード検索からの流入を増
やし、認知獲得や見込み顧客の獲得を目指す。また、公開したコンテンツのアクセス状況を計測し
確認することで改善を行う。この流れを繰り返すことで、PDCAを回し、コンテンツの最適化を図
る。

また、中小企業が求めるコンテンツを探すうえで、チャットの設置など検索方法の改善も検討の
余地がある。

●求められる高品質なコンテンツの制作
中小企業のニーズにあったコンテンツを制作し、適切なキーワードを盛り込むことで検索結果の

上位表示を狙う。
中小企業が知財に興味を持つまでの過程をもとに、潜在層（まだ課題を認識していない層）や顕

在層（具体的な解決策を探している層）ごとの悩みやニーズを明確にし、それぞれに適したキー
ワードを導き出す。

キーワードは、ペルソナとジャーニーマップをもとに、ターゲットの心理や行動を想定し、中小
企業の検索意図に合ったキーワードを選定して作成する。また、反響を確認しながら最適化を図る。
例えば、知財リテラシーの比較的低い層に向けたメリットやデメリットの訴求では、「逸失利益」
「事業損失」「機会損失」など、リスクに関する知識を得たくなるコンテンツの制作、および適所
への配置により意識づけを図ることが可能になる。

●話題の知財権関連ニュース対策
中小企業が知財関連のニュースに触れた際に、自社製品や開発中の製品などを連想し、知財の存

在を認識する機会が増えることが推察される。こうした際、まずは検索により調べることが推測さ
れ、それらに適応したコンテンツが求められる。

比較的、時差なく情報をアップできるコラムの作成、SNSやメルマガなどに取り上げることで話
題が熱いうちに情報を届けることが可能となる。
コンテンツの拡充は、SEO対策の観点からみても有効とされている。

●コンテンツのチューニング
コンテンツ公開後も、効果を最大化するために継続的な改善を行う。

公開したコンテンツの効果をデータで確認し、検索順位の変動やコンバージョン数を計測し、アク
セス状況を把握する。

検索順位や訪問率、PV数などアクションの結果を分析し、ユーザーのニーズやアルゴリズムの変
化に応じて内容を更新することで、コンテンツの価値を高めることが可能となる。
例）情報の更新、キーワード調整、訪問後のリンク、レイアウトの見直し等

※公開・検証・改善を繰り返し運用していくことで、知財情報に対して、関心、理解、検討の各
フェーズにある中小企業にとって、より有益な情報が手に入りやすいよう、ホームページ全体の最
適化を図り、価値を上げていく。
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②UI/UXに配慮したサイト内コンテンツの最適化（続き）

特許庁ホームページは大企業から中小企業や個人、学生まで多様な属性、目的の方々が訪問される
サイトであり、様々なコンテンツが用意され揃っているといえる。

一方では、情報が網羅されているからこそ、訪問された中小企業には訪問動機（目的）に合致する
情報がどこにあるか探しにくいことも推察される。せっかく訪問したユーザーが迷い、目的の達成や
疑問の解消ができずにサイトから離脱するのは残念な状況といえる。

これらを回避するため、ペルソナとジャーニーマップも考慮して、サイト来訪者の目的にあわせた
情報が入手しやすい配置を検討することが大切といえる。

●ステップに応じた入り口の整理・・・目的別コンテンツの整理
ファーストビューでは、目的や関心、理解度など、現在の知財との立ち位置に応じたコンテンツを

発見しやすくすることが大切である。
例えば「中小企業のみなさまへ」「はじめての知財」「知財のメリットとリスク」「権利侵害と

は」などの訪問目的に沿ったコンテンツを示し、サイト上部に配する、など欲しい情報にアクセスし
やすい環境を創出する。

例）

ファーストビューでの掲載内容、

配置等の検証による最適化

▼

例）スタンダードはどれが最適か？

現スタンダードは「制度から探す」

「利用者別に探す」

「目的から探す」

or

or
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③パンフレットやSNS等、各種ツールのオンライン上での有効活用等

●パンフレットの適材適所化
各種パンフレットが制作され、その多くがPDFとしてホームページ上でも掲載されている。現在

ホームページ上ではトップページのピックアップ欄に「特許庁パンフレット」という表記でバナー掲
載されているが、他のコンテンツに埋もれがちである。かつ、情報収集する中小企業としては、まず
訪問目的を果たすことが優先であり、その先としてパンフレット入手に意識が向かうと推察される。

これらを考慮し、「活用の成功事例を探す」「所有しないリスク」など閲覧される各ページの適所
に関連パンフレットが掲載されているかを検証し、訪問目的を果たすページ上で適時ダウンロードが
できるようにすることで利便性を高める。あわせて、現在PDF化されていないが中小企業にとって有
用なパンフレットがないかを洗い出し、掲載することも検討する。

•特許庁、産業財産権制度に関すること
•各種料金に関すること
•中小企業・個人の支援に関すること
•海外での権利取得に関すること

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html#about-jpo
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html#about-fee
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html#about-support
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html#about-international
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③パンフレットやSNS等、各種ツールのオンライン上での有効活用等（続き）

●SNSの棲み分けの明確化
特許庁が運営する複数のSNS。現在はトップページ「広報・SNS」欄のバナーから選んでアクセス

する流れとなっている。その１番目に「特許庁SNS一覧」バナーがあり、各SNSの紹介ページが設け
られているものの、その内容はテキストによる非常に淡泊なものにとどまり、誘導機会が損なわれて
いる懸念がある。例えば、各SNSの象徴的な画像の掲載やどんな方に向けたSNSか伝わる要素を付加
し、得られるメリットを把握できるようにすることで、目的に応じたコンテンツの閲覧・視聴機会の
増加につながることが期待できる。

今回実施のヒアリングではYouTubeから情報を収集する、という発言も複数聞かれたため、中小企
業との接点のひとつとして効果的な見せ方が望まれる。さらにそこからフォロワーを増やすことによ
り継続的な情報提供を図ることも期待できる。
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④「つながる特許庁」への理解と参加意識の向上

●HP掲載内容の検討：開催イメージの伝達
特許庁ホームページ上の「つながる特許庁」紹介ページでは今後の開催予定、開催実績がリンクと

して用意されている。しかしながら、
・「つながる特許庁 in 札幌（令和6年10月4日（金曜日））」（PDF：1,057KB）
という表示だけでは閲覧意欲を喚起しにくい。タイトルの表記など、見たくなる情報を付記する、様
子がわかるビジュアルやコピーを掲載するなどの訴求を行うことが必要である。また、詳細情報を案
内した特設サイトへの誘導強化もそのひとつである。

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/document/tsunagaru-tokkyocho/2024sapporo.pdf
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④「つながる特許庁」への理解と参加意識の向上

● セミナー打ち出し（タイトル等）の検討と検証
イベント内容は地域ごとの課題や人的資産の活用などを考慮のうえ設定されていることと認識して

いる。
設定されたセミナータイトルやセッション、パネルディスカッションの名称に、ペルソナでも散見

された中小企業の関心の高い「知財の活用メリット」や「活用しないことで生じるリスク」を想起さ
せる要素を取り入れた打ち出しを検討する。

また、会場ではタイトルやセッションごとの役立ち度を把握するため、参加後の評価をアンケート
にて取得し、集計・分析を繰り返す。

来場者数、アンケートをもとにPDCAを回すことで、より興味をもたれやすい打ち出しを採用し、来
場促進効果を高める。

参考：最近のイベントタイトル

・2025年2月26日（沖縄県宮古島市）：
テーマ_「地域資源×ブランディング」 ~宮古島及び伊良部島の活性化に向けた取組み~
地域資源を見つけるポイント（セッション）、みんなでつくる地域ブランディング（セッ
ション）、地域資源の活用×ブランディング（パネルディスカッション）

・2025年2月15日（岐阜県大垣市）：
テーマ_「中小企業の新事業挑戦」
型にとら割られない新商品開発（セッション）、企業の挑戦ストーリーと今後の事業戦略
（パネルディスカッション）、新事業創出に向けて今できること（セッション）

・2025年1月22日（大阪府大阪市）：
テーマ_「スタートアップの成長戦略」ビジネスモデル、無形資産と資金調達
今後スタートアップを目指す人々へ（セッション）、私たちが成功した理由と今後の展望
（セッション）、関西のスタートアップ成長戦略（パネルディスカッション）
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（３）継続的なコミュニケーション施策

継続的な関係づくりによる関心、理解への引き上げ
特許庁のプッシュ型メディア、メルマガを関係づくりに役立てるべく整備する。リスト取得から、

登録者にあわせた情報提供を行い、継続的な接点を創出し、意識や行動のフェーズ引き上げを図る。

①メール配信サービス、メルマガ登録の強化によるリストの取得
メルマガは再来訪を促すプッシュメディアであり、継続的に関係を作るコミュニケーションツール

である。次の訪問につながるよう登録を推進することが重要である。
現在、特許庁では２つのメールサービス「新着情報メール配信サービス」「メールマガジン」があ

る。しかしトップページの「広報・SNS」のバナー一覧で横並びに紹介され埋もれている感があり、
かつ２つのメールサービスの違いも分かりにくい。

トップページの目につきやすい位置へ配置変更し、遷移先のページではどんなメリットがあるかを
具体的に伝えて登録を促進し、リストの増加を図る。

「新着情報メール配信サービス」 「メールマガジン」



71

Ⅵ．アクションプラン

●メール配信サービスの登録強化
「メール配信サービス」は、特許庁ホームページに掲載される新着情報をリスト配信するサービ

ス。最大の特徴は、配信希望カテゴリーを選択することで、希望したカテゴリーの新着情報を受け取
れることにある。しかしながら現トップページバナーからはその特徴がわからず、機会損失の懸念が
ある。「あなたにぴったりの新着情報をお届け」などわかりやすい表現で伝える必要がある。

そのほか遷移先サービス紹介ページ上の登録ボタンの埋没感などの改善点も見受けられる。
さらに登録後は、個々の関心や理解度など意識や知識量の変化に伴い、希望カテゴリーの変更や追

加など次のステップへ進むための誘導を図ることも有効と考えられる。
なお、メール配信サービスは端的な情報提供ではあるものの事務的な情報提供になりがちなため、

「メールマガジン」との併読を推奨したい。
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●メールマガジンの登録強化：メルマガ細分化による精読率の向上
「メールマガジン」はイベント情報を中心に毎月２回配信されている。「メール配信サービス」と

異なり編集の手が加えられ、多様な情報が網羅されていることが特徴である。
最新イベント情報を軸としたお知らせであることは維持しつつ、個々の目的に沿った情報を届ける

ことで、より関心の醸成や理解促進につなげることが可能と考える。
具体的には、知財への関与度や関心に合わせた情報を受け取れるよう登録者が選択した情報を優先

的に配信することが考えられる。
カテゴリー・セグメントは、メール配信サービスよりも大きな枠で、「まずは知財のいろはを知り

たい」「もっと知財を理解したい」「知財権を検討したい」などの分類が考えられる。登録時に目的
に近い情報を選択することで開封率・精読率を上げる効果も期待できる。

具体的にはメール案内文の書き分け、掲載項目順の入れ替えなどから開始する。あわせて知財に対
する意識や知識の高まりに応じて、登録メルマガもステップアップできるように設計する。
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②「つながる特許庁」でのリスト獲得とメルマガ細分化による精読率の向上
「つながる特許庁」参加者は知財に関心を持って参加された方々であり、その関心を一過性で終

わらせず、具体的な次のステップを踏みやすい施策が必要と考える。
継続して知財への関心、興味をつなげる関係づくりを行うため、参加時に特許庁メールマガジン

への登録を促し、コンスタントに情報にアクセスできる環境を整えることが望まれる。
アンケート配布時にはメルマガの具体的な内容、登録メリットを伝えることも大切である。

長期的にはセグメント別の複数メルマガを準備し、メルマガ登録時に選択した知財フェーズに沿っ
た情報の送り分けも可能となり、次のステップに進みやすくする効果が期待できる。

※プッシュ型メディアであるメルマガの特性を活かし、登録（リスト獲得）から登録ユー
ザーごとに必要な情報をカテゴリー化した情報提供を行うことで、関心、理解、検討の
各フェーズへの誘引を図る。
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Ⅶ．有識者委員会の開催

１．有識者委員会の概要

本業務を実施するにあたり、ジャーニーマップの作成やマーケティング戦略案の検討を行うため、
マーケティング調査・戦略作成に関する知見を有する有識者、中小企業の事業活動と知的財産活動に
関する知見を有している有識者等による有識者委員会を設置した。

上記の知見を有する委員３名の選定は請負事業者が実施し、特許庁担当者と調整の上、決定した。
有識者委員会は、計３回開催した。

【有識者委員会の委員】（敬称略、五十音順）
熊谷 豊（石坂産業株式会社 執行役員）
後藤 信之（中小企業診断士）
鳥山 正博（立命館大学大学院 経営管理研究科 教授）【委員長】

２．有識者委員会の開催内容

（１）第１回有識者委員会

①日時 令和６年１０月２日（水）１０～１２時
②場所 特許庁 会議室
③出席者

委員（敬称略、五十音順）
熊谷 豊（石坂産業株式会社 執行役員）
後藤 信之（中小企業診断士）
鳥山 正博（立命館大学大学院 経営管理研究科 教授）【委員長】

特許庁
正、本村、小高、浅野、久保田

事務局
浅井、福嶋（新東通信）、藤田、冨樫（ＭＳ＆ＡDインターリスク総研）

④議題
・事業の全体像とスケジュール
・公開情報調査による現状分析の進捗報告
・事前アンケートの実施内容に関する討議

⑤主な討議内容
①事業の全体像について
・「効果的なプロモーションなどのあり方に関する調査実証研究」の効果は、どのような

物差しで測定するのか。
・最終的にどんな打ち手があるのかを考え、何をどこまで進めたいのかというゴールを

はっきりさせたほうがよい。
・アクション・プランの検討について、効果測定に関するプランも入っているという理解で

よいか。効果測定をする場合、いつ頃実施するのか。
②事前アンケートについて
・商標について説明が必要。自分のところでロゴマークを作って登録しているか等。
・記入者の役職は選択式にした方が回答しやすい。
・意思決定は誰か、という設問を追加する。
・ヒアリング対象先のことも考えた設問（自由記述等）を作成する。
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（２）第２回有識者委員会

①日時 令和７年１月２１日（火）１０～１２時
②場所 株式会社新東通信 会議室
③出席者

委員（敬称略、五十音順）
熊谷 豊（石坂産業株式会社 執行役員）
後藤 信之（中小企業診断士）
鳥山 正博（立命館大学大学院 経営管理研究科 教授）【委員長】

特許庁
正、本村、寺西

事務局
八木、浅井（新東通信）、藤田、冨樫（ＭＳ＆ＡDインターリスク総研）

④議題
・令和６年度業務内容の確認
・事前アンケートの経過報告
・ヒアリング調査の経過報告
・支援マップモデルの策定

⑤主な討議内容
a ターゲット設定

・情報が届いていない層に情報を届けるのか、情報が届いているのに利用していない層へ
アプローチするのか。両方考えられるが、特に当初の出発点となっている「情報が届いて
いない層」を重視する。

・ターゲットは絞り込まない方向で検討。事前アンケートの結果から、業歴が比較的新しい
ために社内の知財体制が十分整っておらず、情報が届きにくい中小企業（従業員数100人
以下）を想定し、幅広にペルソナを策定。

・ペルソナ設定は、ヒアリング調査の結果を参考にする。
b 報告書のとりまとめ

・ターゲットを細かく絞り込まず、情報が届きにくい小規模を中心としたヒアリング調査の
結果をもとに、ペルソナで見える化。

・業種を問わず、幅広い声を聞くことで、多様なニーズに対応できるジャーニーマップを
策定、というまとめ方を検討。
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（３）第３回有識者委員会

①日時 令和７年３月５日（水）１０～１２時
②場所 株式会社新東通信 会議室
③出席者

委員（敬称略、五十音順）
熊谷 豊（石坂産業株式会社 執行役員）
後藤 信之（中小企業診断士）
鳥山 正博（立命館大学大学院 経営管理研究科 教授）【委員長】

特許庁
正、本村、浅野、久保田、寺西

事務局
八木、浅井（新東通信）、藤田、冨樫（ＭＳ＆ＡDインターリスク総研）

④議題
・第２回有識者委員会の振り返り、まとめ
・ペルソナ、ジャーニーマップの経過報告
・アクションプランの経過報告
・最終報告書のとりまとめ

⑤主な討議内容
a ペルソナ、ジャーニーマップの経過報告
・喫緊のニーズはあるものの、どうやっていいか分からないという企業に対しては、理解を高め

ること、知識を向上させることをプル型対応中心にいかに高めていくかということが、とりわ
け重要なのではないかと感じた。まだニーズが顕在化していない企業については、様々な事例
などを通して、ベネフィットや知財を理解していただくということが、とりわけ重要な点であ
ると認識した。

・一例として、東京都が実施している事業の一部に産業財産権の取得補助が含まれていることが
ある。そういったところから、特許庁のホームページに来ていただくか、そういったサイトに
特許庁HPを関連リンク先として入れていただくことができれば、補助金の探索から（各種知財
支援施策の情報入手の）入り口になるのではないか。なおかつ知財という特化した補助金でな
いところから入って来られるようになるのではないかと思った。

・緊急対応の定義については、主観的なものであり、「侵害されたので何か手を打たなければ」
ということがあった場合が「緊急」になる。今、何かアクションを取らないと損失する局面に
なっているか、そうでないかに分けて考えるくらいのご理解でよいのではないかと思う。

・どういう人が「リテラシーがある」とみなされるかを、具体的に紐解いて説明すると分かり
やすくなるのではないか。具体的なイメージを伝えていただけるとよいと思う。

b アクションプランの経過報告
・コンテンツは非常に重要で、特許庁が誰とつながって、何をしたいのかということを明快に

語ることは大事ではないか。
・金融機関との連携、特に信金や地銀は支援活動に力を注いでいるため、そこに対してうまく

特許庁が働きかければ、他のいろいろな機関の力を借りることができるのではないか。
c 最終報告書のとりまとめ
・本業務は調査対象者も限定的であったため、「こういう解釈ができるのではないか」という

視点でとりまとめている。報告書をベースに、今後どういったことをやっていけばいいかと
いう叩き台を作成する。

・いろいろなタイプの企業を見ることで、スタートアップへのアプローチに必要性が明確になり、
非常にいい機会だったのではないかと思う。

・今回の議論から浮かび上がった課題としては、コンテンツについてはどうするか、ということ
だった。とりわけ特許庁のビジョンがちゃんと伝わるようにすること。特許庁がコントロール
できているところだけではなく、関連機関や支援機関、メディアなどをどう活用するかが大き
な課題ではないかと思う。
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１．公開情報調査結果

（１）中小企業等における知的財産活動に関する調査
業種、企業規模、地域という観点で知的財産権別に中小企業の所有状況を分析すると、所有する知

的財産権（特・実・意・商）によって、業種や企業規模、地域に差異がみられることがわかった。
一例を挙げれば、特許、実用新案、意匠では製造業の割合が高いが、商標は小売業や卸売業など

幅広い業種で所有されている点、特許と意匠では中小企業の中でも企業規模が大きい企業による所有
件数の割合が高いが、商標は企業規模の大小を問わず、幅広い企業が所有している点等である。

こうした実情や特性を踏まえて、支援マップモデルにおいては対象企業のペルソナやフレームにつ
いて検討をしていく必要があることがわかった。

（２）コミュニケーションのあり方に関する調査
現状における特許庁のコミュニケーション・チャネルを行動過程別に整理することで、特許庁ホー

ムページにある「支援情報・活用事例ページ」に多くの支援対象（中小企業等）が接触し、支援情報
のプラットフォームとして機能していることがわかった。

そこで、「支援情報・活用事例ページ」をチャネルの核として位置づけ、前後に位置するチャネル
については連携や整合性を意識した設計を検討すべきと考える。特に前段階では、いかに支援対象
（ユーザー）を支援情報・活用ページに誘導するかが重要といえる。

また、知的財産権（特・実・意・商）別の情報提供等、支援情報・活用事例ページのコンテンツ拡
充も検討すべきである。

理解及び検討過程においては、支援施策の活用に向けて、産業財産権別（特・実・意・商）のコン
テンツ拡充、コンテンツへの誘導等、きめ細かなチャネル設計を検討する必要がある。

企業や官公庁等のホームページに関するベンチマーク調査では、官公庁等によるマーケティング事
例（中小企業経営者向け等）、企業等によるコマーシャル・マーケティング事例（中小企業経営者及
び担当者向け）から、以下のような取組が確認できた。

①ターゲット設定
・『中長期』の効果を狙ったターゲット設定

⇒長期的な財政の健全化に寄与できる「子ども世代」を視野に入れたターゲット設定。
・メッセンジャーによるターゲット設定

⇒商工団体や金融機関等、中小企業に影響力のある組織をメッセンジャーとして、メッセン
ジャーごとに相対する企業に対してアプローチ方法の検討や商品・サービス設計がきめ細か
く展開されている。

②行動変容のポイント
・取組の価値・メリットの提示

⇒登録証の発行、優良企業選出等、取組によるわかりやすいメリットや価値を提示。
・周辺課題から訴求

⇒経営課題に関するセミナーや情報提供をきっかけとして、中小企業にアプローチ
を実施。

③外部組織との連携
・外部組織、団体等との連携

⇒地域金融機関や市民団体、商工団体等の組織と連携。連携する上でのポイントとして、
以下が挙げられる。
①中小企業への訴求力がある団体との連携
②民間の力の活用
③パートナー組織へのメリットの提示

これらの取組について、特許庁のコミュニケーション・チャネルやアクション・プランを検討する
上での参考情報としていくべきと考える。



78

Ⅷ．本業務の総括

２．事前アンケート結果

ヒアリング調査候補企業の絞り込みに向けて、特許庁による支援情報の受発信においてミスマッチ
が発生している可能性があるという仮説に基づき、出願者実績企業へのアンケート結果から、

①知財活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題としている企業
②特許庁による支援施策を認知できておらず、十分に利用できていない企業

について、属性を分析した。分析結果は以下の通りである。

①知財活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題としている企業
知的財産活動に取り組む上で「情報や知識の不足」を課題として捉える企業は一定数存在して

いる。本調査の対象が出願実績企業であることを考慮すると、今後知財の出願や所有を検討する
企業にとっては、大きな課題であることが推測される。

一方で、企業属性別の分析では、明確な相関がみられなかったことから、知財の関与段階や
行動過程等によって企業の課題感も異なると考えられる。

②特許庁による支援施策を認知できておらず、十分に利用できていない企業
支援施策の活用については、業種、業歴（設立年代）、従業員規模、知財担当者の人数といった

項目において相関がみられた。
具体的には、業種では製造業の利用率が高く、業歴の長い企業、従業員規模の大きい企業、知財

担当者の人数が多い企業ほど利用率が高い傾向がみられた。
相関のあった項目について、業歴の長い企業は製造業、100人超の割合が多く、従業員規模の

小さい企業は知財担当者がいない割合が高いといったような関連性もみられた。

上記②の結果を踏まえ、本調査の対象となった出願実績企業の36.5％を占める、業歴25年以内で従
業員数100人以下の企業をターゲット群として設定し、ヒアリング調査においてニーズや課題を深掘り
することとした。

３．ヒアリング調査結果

事前アンケートの結果を踏まえ、業歴（設立年代）が短く、従業員規模の小さい企業をターゲット
群として着目し、知財への関与や情報収集活動、課題等を深掘りすることで、コミュニケーション・
チャネルを検討する情報を収集した。

ヒアリングした出願実績企業の中には、企業設立前に知財に関する実務経験を有している経営者も
存在しており、求める情報に違いがある等、業歴が短い小規模企業の知財活動の実態も多様であるこ
とがわかった。

出願実績のない企業では、メルマガやYouTubeチャンネル、セミナー等も情報収集のチャネルとし
て活用していることがわかった。また、「つながる特許庁」に参加した企業に、その後の情報が行き
届いていないケースもあったため、次の行動過程につながるジャーニーマップ策定や情報発信を心掛
ける必要がある。

また、出願実績企業では、ビジネスチャンスや事業拡大を目的として出願している一方で、知財取
得後の課題として事業化や販路拡大の課題に直面しているケースが多かった。そうした課題を踏ま
え、今後の支援策への要望としてビジネスマッチングを期待する声が目立った。

上記のヒアリング調査の結果を踏まえ、ターゲットとなる中小企業を４つのタイプ（象限）に分
類。業歴の短い小規模企業であっても属性は多様であることが想定されるため、情報発信のターゲッ
トとなる中小企業の属性を視覚化（ペルソナ策定）した。
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４．ジャーニーマップ

ヒアリング調査の結果に基づき、４つのタイプ（象限）に分類した中小企業の属性についてペルソ
ナを策定し、ターゲット像を視覚化した。

４つのタイプ（象限）のうち、特許庁支援施策に関する情報を届ける優先度が高いと思われる、
『知財リテラシーが低い』２つのタイプ（象限）について、行動過程ごとに特許庁による支援施策の
活用をイメージしたジャーニーマップを作成した。

ジャーニーマップには、事前アンケート、ヒアリング調査結果をもとに、上段に行動過程や必要と
される情報を記載し、それに対応する理想的なタッチポイントの例を下段に配置した。

作成したジャーニーマップの要点は、以下の通りである。

【象限１（緊要性・必要性が高く、知財リテラシーが低い） 】
・フェーズ進行のスピード：比較的速い
・特許庁（経産局、INPIT含む）の接触頻度：理解フェーズから積極的な関与が必要
・行動の特徴：権利侵害事例を見聞きし、権利保護の必要性を認識。その後は速やかに様々な

検索行動をとる。
・必要とされる情報：ビジネス機会損失の大きさなど知財取得に関する費用対効果、フェーズの

比較的早い段階で支援情報の提供が必要。
・対応するタッチポイント：外部メディア等による各認知・アテンション施策、検索受け皿とし

てのHP、理解フェーズにおける支援策の案内やメルマガ登録。
・アクションのポイント：次のフェーズに進むための動線設計。SEO対策やメルマガリストの

獲得及び運用、イベントでの支援策案内。

【象限２（緊要性・必要性が低く、知財リテラシーが低い） 】
・フェーズ進行のスピード：比較的遅い
・特許庁（経産局、INPIT含む）の接触頻度：検討フェーズでより頻回な関与が必要
・行動の特徴：認知段階では漠然と認識しており、その後自社の業績拡大に向けた新規事業開発

などのタイミングに合わせてようやく検討、具体的な探索を始める。
・必要とされる情報：初期は知財に限らず、広く一般的な支援情報を探す。検討フェーズでは

メルマガで多様・多層な情報提供が必要。
・対応するタッチポイント：支援機関による各認知・アテンション施策、支援機関のHP、メル

マガ。
・アクションのポイント：支援機関による施策の質・量向上、支援機関のHPからの動線設計。

理解・検討フェーズでそれぞれのニーズに即した多様・多様な情報提供。
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５．アクションプラン

６．次年度以降の課題

事前アンケートとヒアリング調査をもとに策定したジャーニーマップに基づき、アクションプラン
を策定した。

アクションプランは、以下の３つの方針に基づき、具体的な施策を策定した。

（１）認知・アテンション施策
特許庁の支援施策について、認知及びアテンションを獲得するための施策の強化を行う。
①特許庁支援機関、その他との連携による情報発信
②特許庁支援施策のメディア連携（広報活用）

（２）行動分析と対応施策（SEOとコンテンツ最適化)
重要タッチポイント“特許庁ホームページ”へ効果的誘導と運用改善を行う。
①SEO（検索エンジン対策）によるHPへの誘引と運用による改善
②UI（ユーザー接点）/UX（ユーザー体験）に配慮したサイト内コンテンツの最適化
③パンフレットやSNS等、各種ツールのオンライン上での有効活用等
④「つながる特許庁」の理解と参加意識の向上

（３）継続的なコミュニケーション施策
継続的な情報の提供が可能な関係づくりによる関心、理解への引き上げを図る。
①メール配信サービス、メルマガ登録の強化によるリストの取得
②「つながる特許庁」でのリスト獲得とメルマガ細分化による精読率の向上

令和６年度は、出願実績企業やイベント参加者といった知財の所有層や関心層を対象として調査業
務を実施し、支援施策の利活用に関するアクションプランの策定を実行した。

調査の結果から、特許庁の支援施策が届きにくい企業の属性として、業歴（企業の設立年数）が短
く、従業員規模が小さいといった点が明らかになり、中小企業の中でもとりわけスタートアップ企業
への知財支援が必要であることがわかった。

令和７年度以降については、アクションプランの実行や効果測定等によるPDCA運用を検討すると
ともに、調査業務の対象を知財への関心が薄い中小企業へ拡大する必要があると考える。

より幅広い中小企業を対象に、知財への関心が薄い理由等について調査し、知財取得への動機づけ
等、課題を明確にすることで、知財出願への動機付け等に向けたプロモーション施策等について検討
する必要があると考える。
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